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横
井
小
楠
か
ら
の
影
響
と
乖
離

田

中

豊

は

じ

め

に

な
が
ざ
ね

元
田
永
孚
（
一
八
一
八
�
一
八
九
一
）
と
い
え
ば
、
明
治
天
皇
の
侍
講
と
し
て
儒
学
を
講
じ
天
皇
の
人
格
形
成
に
積
極
的
に
関
与

し
、
あ
る
い
は
「
教
学
大
旨
」
を
執
筆
し
儒
教
に
依
拠
し
た
国
教
の
確
立
を
説
き
、
さ
ら
に
は
井
上
毅
と
と
も
に
「
教
育
ニ
関
ス
ル

勅
語
」（
教
育
勅
語
）
の
起
草
に
携
わ
り
、
近
代
日
本
の
教
育
思
想
を
は
じ
め
様
々
な
分
野
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
「
儒
学

者
」
と
し
て
名
高
い
。
そ
の
「
儒
学
者
」
が
自
身
の
思
想
形
成
に
あ
た
り
、
師
で
あ
り
と
も
に
実
学
党
の
一
員
と
し
て
活
躍
し
た
横

井
小
楠
か
ら
大
い
に
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
従
来
か
ら
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
小
楠
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
小

崎
弘
道
は
、「
小
楠
の
学
友
に
し
て
又
其
弟
子
で
あ
り
、
彼
と
同
主
義
の
儒
学
を
奉
ず
る
元
田
永
孚
東
野
先
生
」
と
述
べ
て
い
た
よ

う
に
、
両
者
の
思
想
的
な
親
密
性
を
強
調
し
て
い

（
１
）

た
。
な
に
よ
り
元
田
が
、「
足
下
の
僕
を
見
る
や
、
漢
学
者
流
を
以
て
之
を
目
す
。

僕
固
よ
り
然
り
、
然
ど
も
僕
は
故
長
岡
監
物
横
井
平
四
郎
の
徒
、
従
来
漢
学
者
流
の
腐
儒
た
る
こ
と
を
悪
む
」
と
森
有
礼
に
喝
破
し
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て
い
た
よ
う
に
（「
森
文
相
に
対
す
る
教
育
意
見
書
」
明
治
二
〇
年
頃
）、
自
身
が
小
楠
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
終
生
の
誇
り
で

あ
っ

（
２
）

た
。

元
田
を
小
楠
の
思
想
的
後
継
者
と
し
て
の
側
面
か
ら
捉
え
る
一
方
で
、
両
者
の
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も
留
意

さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
両
者
の
天
皇
観
に
つ
い
て
源
了
圓
は
「
小
楠
は
「
良
心
」
と
い
う
こ
と
を
人
間
の
根
本
の
普
遍
的
な
教

え
と
し
て
、
天
皇
も
そ
れ
か
ら
洩
れ
る
方
で
は
な
い
と
考
え
」
て
い
た
一
方
で
、
元
田
に
は
小
楠
の
よ
う
な
普
遍
的
精
神
が
み
ら
れ

ず
、
む
し
ろ
「
天
皇
を
「
天
皇
」
と
い
う
別
格
の
存
在
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
天
皇
の
修
養
の
道
」
を
重
視
し
て
い

た
と
み
な

（
３
）

す
。
こ
の
よ
う
な
元
田
独
自
の
見
解
が
展
開
さ
れ
た
背
景
に
、
現
状
の
「
利
欲
世
界
」
か
ら
の
脱
却
が
あ
っ
た
と
指
摘
す

る
の
が
苅
部
直
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「「
利
欲
世
界
」
の
現
実
を
克
服
し
、
私
利
心
に
支
配
さ
れ
な
い
政
治
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

第
一
に
為
政
者
が
み
ず
か
ら
儒
学
の
徳
を
十
全
に
発
揮
し
、
民
を
教
化
し
て
徳
を
全
社
会
に
普
及
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
ら

れ
て
い

（
４
）

た
。
つ
ま
り
、
は
じ
め
に
為
政
者
側
が
儒
学
を
修
め
た
う
え
で
、
民
に
「
孔
子
の
教
」
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
利
欲
」
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
本
来
の
自
己
が
回
復
す
る
と
期
待
さ
れ
て
い

（
５
）

た
。
さ
ら
に
は
、
小
楠
と
袂
を
分
か
つ
契
機
と

し
て
元
田
に
よ
る
後
期
水
戸
学
へ
の
傾
倒
が
挙
げ
ら
れ

（
６
）

る
。
現
状
が
抱
え
る
問
題
を
後
期
水
戸
学
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
早
々
に
見
切
り
を
つ
け
て
い
た
小
楠
と
は
異
な
り
、
元
田
は
明
治
に
至
り
よ
り
一
層
こ
の
思
想
に
共
鳴
す
る
の
で
あ
っ
た
。

小
楠
と
元
田
の
思
想
に
か
か
る
異
同
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
注
目
さ
れ
る
と
は
い
え
、
し
ば
し
ば
明
治
期
に
お
け
る
元
田
の
営

為
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
き

（
７
）

た
。
つ
ま
り
、
小
楠
が
凶
刃
に
斃
れ
た
明
治
二
年
以
後
、
元
田
は
師
の
思
想
か
ら
い
か
に
感
化
さ
れ
、

あ
る
い
は
乖
離
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
着
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
き
小
楠
の
高
弟
で
あ
っ
た
徳
富
一
敬
を
父
に
も
つ

徳
富
蘆
花
は
『
竹
崎
順
子
』
に
お
い
て
、「
小
楠
の
門
人
は
明
治
二
年
正
月
の
小
楠
を
知
つ
て
、
明
治
八
九
年
の
小
楠
を
知
り
ま
せ
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ん
で
し
た
」
と
記
し
て
い

（
８
）

る
。
ま
た
、
蘆
花
の
兄
で
元
田
か
ら
漢
学
を
学
ん
だ
徳
富
蘇
峰
の
次
の
言
は
、
後
世
の
元
田
研
究
に
大
き

な
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。

先
生
の
最
も
振
う
た
る
は
、
後
半
期
で
あ
る
。
若
し
前
半
期
の
み
な
ら
ば
、
先
生
は
唯
一
個
の
道
学
先
生
と
し
て
、
僅
か
に
儒
林

伝
の
一
頁
を
充
た
し
た
に
過
ぎ
ま
い
。
但
だ
後
半
期
あ
る
が
為
め
に
、
茲
に
特
筆
す
べ
き
一
個
の
元
田
先
生
は
聳
え
出
で
た
の
で

あ
（
９
）

る
。

と
は
い
え
、
蘇
峰
に
従
い
元
田
の
思
想
を
「
前
半
期
」
と
「
後
半
期
」
に
分
け
る
意
義
は
ど
こ
ま
で
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ

も
元
田
は
、
明
治
改
元
の
時
点
で
既
に
五
〇
歳
に
な
る
年
齢
に
達
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
そ
の
生
涯
の
大
半
を
江
戸
時
代
で

過
ご
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
元
田
の
思
想
に
関
し
て
は
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、

近
世
に
お
け
る
元
田
の
思
想
形
成
を
無
視
な
い
し
軽
視
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
強
調
す
る
先
行
研
究
も
あ
る
。
沼
田
哲
は
、

明
治
前
半
期
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
元
田
の
思
想
的
営
為
、
政
治
的
活
動
を
規
定
す
る
も
の
が
、
主
と
し
て
幕
末
維
新
期
ま
で
に
形

成
・
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う

（
１０
）

に
、
幕
末
に
お
け
る
に
彼
の
営
為
を
確
認

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
小
楠
が
健
在
で
あ
っ
た
幕
末
に
お
け
る
元
田
の
思
想
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン

ワ
シ
ン
ト
ン

（G
eorge

W
ashington

）
に
言
及
し
た
「
華
盛
頓
賛
」
と
「
贅
言
」
と
称
さ
れ
る
文
書
を
主
に
扱

（
11
）

う
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
時
期
の

日
本
に
お
け
る
「
共
和
」
概
念
の
形
成
に
あ
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
の
共
和
制
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
。
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フ
ラ
ン
ス
で
は
共
和
制
を
布
い
て
い
た
と
は
い
え
、
実
際
は
独
裁
的
で
苛
酷
な
取
り
立
て
を
行
う
な
ど
、
制
度
が
十
分
に
機
能
し
て

い
な
い
と
い
う
情
報
は
早
く
も
日
本
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い

（
12
）

た
。
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
共
和
制
に
お
け
る
大
統
領
制
は
「
治
者
と

被
治
者
と
が
一
体
化
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
治
者
と
被
治
者
と
の
間
で
の
感
情
の
軋
轢
が
起
こ
る
こ
と
は
な
い
」
も
の
と
し
て
把

握
さ
れ
、
し
か
も
こ
れ
が
儒
学
に
お
け
る
堯
舜
の
理
想
的
な
古
代
社
会
、
す
な
わ
ち
「
仁
」
の
政
治
が
行
わ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ

て
い

（
13
）

た
。
例
え
ば
、
小
楠
が
儒
学
の
観
点
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
の
偉
業
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
明

治
期
に
お
い
て
天
皇
を
中
心
と
し
た
国
家
建
設
を
主
張
し
て
い
た
元
田
も
ま
た
、
幕
末
に
「
共
和
政
治
」
を
評
価
し
、
そ
の
創
業
者

で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
を
絶
賛
し
て
い
た
。
山
室
信
一
は
、
元
田
の
儒
者
と
し
て
の
最
大
限
の
こ
の
よ
う
な
讃
辞
は
一
体
何
を
意
味
し
、

何
に
由
来
し
て
い
る
の
か
と
問
題
提
起
を
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

今
日
で
は
奇
異
な
感
す
ら
あ
る
こ
の
評
価
は
実
に
儒
教
の
枠
組
み
を
も
っ
て
、
大
統
領
制
を
堯
舜
の
禅
譲
と
み
た
こ
と
に
端
を
発

し
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
を
「
公
共
和
平
の
治
」
の
礎
を
築
い
た
と
の
理
解
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
ア
メ
リ
カ
の
政
情
が
国
民
の
た
め
の
政
治
を
主
眼
と
す
る
唐
虞
三
代
に
も
比
す
べ
き
理
想
世
と
な
っ
た
、

と
い
う
ア
メ
リ
カ
模
範
国
論
、
い
や
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
視
と
で
も
い
う
べ
き
見
方
へ
と
儒
者
の
脳
裏
で
展
開
し
て
い
た
の

で
あ

（
14
）

る
。

そ
の
う
え
で
山
室
が
強
調
す
る
の
が
、
同
じ
く
「
儒
者
」
で
あ
っ
た
師
の
小
楠
に
お
け
る
議
論
の
類
似
性
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
小

楠
と
元
田
を
「
異
体
同
心
」
で
あ
る
と
捉
え
る
山
崎
正
董
は
「
華
盛
頓
賛
」
と
「
贅
言
」
二
つ
の
史
料
に
つ
い
て
、「
小
楠
の
意
中
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を
描
写
し
小
楠
の
言
は
ん
と
欲
す
る
所
を
述
べ
て
ゐ
る
」
文
書
で
あ
る
と
解
説
し
て
い

（
15
）

た
。
な
に
よ
り
元
田
自
身
も
「
安
政
乙
卯
ノ

年
」（
一
八
五
五
年
）
に
、
小
楠
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
論
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
を
承
け
て
「
華
盛
頓
ハ
堯
舜
以
来
ノ
聖
人
或
ハ
優
ル
所

ア
ル
モ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
、
小
楠
と
同
様
の
見
解
を
有
し
て
い

（
16
）

た
。
実
際
に
「
華
盛
頓
ハ
堯
舜
以
来
ノ
聖
人
」
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
「
華
盛
頓
賛
」
と
「
贅
言
」
が
小
楠
の
議
論
を
継
承
し
て
い
た
よ
う
に
、
一
面
に
お
い
て
山
崎
と
山
室
の
評
価
は
正
し

い
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
い
元
田
独
自
の
見
解
も
ま
た
こ
こ
で
は
展
開
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
幕
末
に
お
け
る
ワ
シ
ン
ト
ン
受
容
の
文
脈
に
即
し
つ
つ
、
特
に
師
の
小
楠
と
の
比
較
に
留
意
し
た
う
え

で
、
元
田
に
よ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
評
を
検
討
す
る
。
幕
末
の
元
田
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
何
を
求
め
、
何
を
み
た
の
か
を
改
め
て
注
目
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
に
至
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
思
想
と
ど
の
よ
う
な
連
関
を
有
す
る
の
か
を
本
稿
で
は
明
ら
か
に
す
る
。

一．

「
戦
」
の
英
雄
・
ワ
シ
ン
ト
ン

初
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
幕
末
日
本
に
お
い
て
し
ば
し
ば
敬
意
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
た

だ
し
、
そ
こ
に
は
様
々
な
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
つ
つ
語
ら
れ
て
い

（
17
）

た
。
た
と
え
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
は
英
国
を
打
倒
し
米
国
の
独
立
に

導
い
た
軍
事
的
英
雄
と
し
て
描
か
れ
讃
え
ら
れ
た
。
尊
王
攘
夷
を
藩
是
と
し
て
決
定
し
た
一
八
六
一
年
（
文
久
二
年
）
の
長
州
藩
の

御
前
会
議
に
出
席
し
た
一
人
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
の
議
論
に
お
い
て
ワ
シ
ン
ト
ン
は
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
た
。

所
謂
軍
備
の
不
足
の
事
も
論
し
て
見
ま
し
た
と
こ
ろ
が
、
夫
れ
は
ど
う
も
不
足
の
儘
よ
り
他
に
は
仕
や
う
が
な
い
、
今
更
武
備
の

充
実
を
待
て
は
、
何
年
た
つ
て
出
来
る
も
の
か
知
れ
ぬ
、
癸
丑
甲
寅
以
来
早
や
十
年
も
経
つ
、
夫
れ
に
幕
府
列
藩
に
是
れ
丈
け
軍
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備
が
整
ふ
た
と
云
ふ
事
を
聞
か
ぬ
、
然
ら
は
此
先
き
百
年
経
つ
て
も
矢
張
り
此
通
り
で
あ
ら
う
、
然
ら
ば
皇
国
の
国
威
の
立
つ
時

は
な
い
、
夫
れ
よ
り
今
日
断
然
戦
も
決
し
た
な
ら
ば
、
今
日
軍
備
を
整
へ
る
策
略
に
も
な
ら
う
、
且
つ
戦
ひ
、
且
つ
備
へ
る
と
云

ふ
が
一
番
宜
い
、
戦
を
始
め
た
ら
ば
却
つ
て
是
れ
で
は
済
ま
ぬ
と
軍
備
に
骨
を
折
る
人
が
あ
ら
う
か
ら
、
固
よ
り
外
国
と
戦
を
始

は
い
じ
く

む
れ
ば
始
め
は
何
回
も
敗
衂
を
取
る
と
斯
う
見
ね
バ
な
ら
ぬ
、
幾
度
敗
衂
を
取
つ
て
も
屈
托
を
せ
ず
に
進
む
様
な
精
神
さ
へ
持
つ

て
居
れ
ば
、
ど
う
ど
う
皇
国
の
為
め
に
戦
ひ
勝
つ
人
が
後
に
は
出
る
で
あ
ら
う
、
今
日
夫
れ
を
待
つ
と
云
つ
た
と
こ
ろ
が
、
何
年

ワ
シ
ン
ト
ン

経
つ
て
、
其
人
が
出
る
や
ら
夫
れ
は
分
ら
ぬ
、
戦
を
始
め
て
置
く
な
ら
ば
、
華
聖
頓
が
又
出
て
く
る
、
戦
を
始
め
ね
ば
華
聖
頓
が

出
や
う
が
な

（
18
）

い
、

軍
備
不
足
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
攘
夷
を
否
定
す
る
姿
勢
に
対
し
て
、
い
く
ら
待
て
ど
も
軍
備
が
充
実
す
る
見
込
み
は
な
い
と
反

対
し
た
う
え
で
、「
皇
国
の
国
威
の
立
つ
」
た
め
に
は
戦
を
起
こ
す
べ
き
だ
と
の
反
論
が
起
こ
っ
た
。
攘
夷
の
決
行
に
よ
っ
て
、
ひ

い
て
は
軍
備
を
整
備
す
る
「
策
略
」
に
繋
が
り
得
る
が
、
外
国
に
敗
北
す
る
可
能
性
は
十
分
に
有
り
得
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、

「
屈
托
を
せ
ず
に
進
む
様
な
精
神
」
を
有
し
て
い
れ
ば
、「
皇
国
」
の
た
め
と
思
い
、
そ
の
中
か
ら
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
よ
う
な
英
雄
が

登
場
す
る
に
違
い
な
い
と
確
信
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、「
国
威
」
を
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン

が
持
ち
出
さ
れ
、
困
難
を
克
服
し
た
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
攘
夷
敢
行
の
意
義
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
我

藩
一
藩
が
地
に
塗
る
様
に
な
れ
ば
誰
れ
ぞ
華
聖
頓
が
ど
こ
ぞ
か
ら
出
て
来
や
う
と
云
ふ
決
心
に
な
つ
て
、
負
け
て
も
何
遍
で
も
戦
ふ

と
云
ふ
気
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た
の
が
長
州
の
其
時
の
姿
」
で
あ
っ
た
と
、
た
と
え
長
州
藩
が
外
国
に
敗
れ
た
と
し
て
も
不
撓
不
屈

の
精
神
を
有
し
て
い
れ
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
よ
う
な
人
物
が
登
場
し
て
攘
夷
を
達
成
す
る
に
違
い
な
い
と
藩
内
に
お
い
て
期
待
さ
れ
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て
い
た
。
な
お
、
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
る
攘
夷
運
動
を
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
な
ぞ
ら
え
る
意
見
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
を
尊
敬
し
て
い

た
吉
田
松
陰
の
門
下
で
あ
っ
た
桂
小
五
郎
（
木
戸
孝
允
）
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い

（
19
）

る
。

ま
た
、
同
じ
く
松
蔭
の
門
下
生
で
あ
っ
た
伊
藤
博
文
も
、
そ
の
木
戸
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の
意
義
を
次

の
よ
う
に
強
調
し
て
い
た
。

米
国
独
立
の
時
に
当
て
は
、
我
日
本
の
形
勢
と
違
ひ
、
自
国
の
人
民
は
更
に
兵
権
も
な
き
も
の
す
ら
、
人
心
の
一
致
よ
り
、
か
ゝ

る
強
敵
を
も
打
ひ
し
ぎ
、
各
自
国
を
保
つ
の
忠
情
凝
固
し
て
、
今
日
の
盛
大
を
為
す
に
至

（
20
）

る
。

米
国
は
兵
力
が
乏
し
か
っ
た
と
は
い
え
、
強
敵
の
英
国
を
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
「
人
心
の
一
致
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
か
っ
た
の
で
あ
り
、
独
立
を
達
成
す
る
と
い
う
「
忠
情
」
が
今
日
の
盛
大
に
繋
が
っ
て
い
る
と
伊
藤
は
み
な
す
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
当
時
の
志
士
た
ち
に
お
い
て
は
、「
当
時
世
界
最
強
の
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
、
貧
弱
な
武
器
で
立
ち
向
か
い
、
ア
メ
リ
カ
が
独
立

を
達
成
し
た
こ
と
を
理
想
と
す
る
認
識
」
が
多
か
れ
少
な
か
れ
共
有
さ
れ
て
お
り
、「
自
分
達
の
攘
夷
運
動
に
つ
い
て
、
困
難
な
状

況
を
突
破
し
、
独
立
を
保
つ
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
事
例
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
は
注
目
の
対
象
と
さ

れ
て
い

（
21
）

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
立
役
者
で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
は
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
偉
人
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
当
時
の
西
洋
列
強
の
脅
威
を
打
ち
払
い
確
乎
と
し
て
自
国
の
自
立
の
保
障
を
正
当
化
す
る
言
説
と
し
て
、
米
国
の
独
立

を
も
た
ら
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

ワ
シ
ン
ト
ン
を
「
戦
」
の
観
点
か
ら
軍
事
的
英
雄
と
し
て
評
価
す
る
木
戸
や
伊
藤
と
は
異
な
り
、「
和
平
」
を
も
た
ら
し
た
人
物
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と
し
て
注
目
し
て
い
た
の
が
横
井
小
楠
で
あ
っ
た
。
次
に
、
小
楠
に
お
け
る
ワ
シ
ン
ト
ン
論
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

二．

ワ
シ
ン
ト
ン
と
儒
学

小
楠
は
、「
三
代
の
治
」「
三
代
の
道
」
な
ど
の
言
葉
を
愛
用
し
、
終
生
「
堯
舜
三
代
」
の
治
世
を
思
慕
し
て
い
た
正
真
正
銘
の
儒

学
者
で
あ
っ

（
22
）

た
。
彼
は
当
時
流
行
し
て
い
た
後
期
水
戸
学
の
範
疇
で
日
本
が
抱
え
る
国
内
外
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
困
難
を
覚

え
、
朱
子
学
の
立
場
か
ら
「
三
代
の
道
」
を
通
じ
て
問
題
解
決
の
糸
口
を
模
索
し

（
23
）

た
。
そ
の
結
果
、「
三
代
」
の
理
念
は
東
ア
ジ
ア

で
は
な
く
、「
西
洋
」
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
強
く
自
覚
さ
れ
、
積
極
的
に
「
西
洋
」
を
学
ぶ
意
義
を
説
い
て
い
た
。
小

楠
は
、「
三
代
」
を
「
西
洋
文
明
を
照
ら
す
鏡
」
と
し
て
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
西
洋
」
の
特
質
を
読
み
込
も
う
と
し
て
い
た

と
は
い

（
24
）

え
、「
三
代
」
が
実
現
し
て
い
る
「
西
洋
」
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
こ
と
に
対
し
て
慎
重
な
姿
勢
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

政
治
技
術
で
は
な
い
道
徳
や
倫
理
の
面
に
関
し
て
は
儒
学
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
へ
留

学
す
る
甥
に
贈
っ
た
次
の
漢
詩
に
は
、
こ
の
こ
と
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

堯
舜
孔
子
の
道
を
明
ら
か
に
し
、
西
洋
機
械
の
術
を
尽
す
。
何
ぞ
富
国
に
止
ま
ら
ん
、
何
ぞ
強
兵
に
止
ま
ら
ん
。
大
義
を
四
海
に

布
く
の

（
25
）

み
。

こ
の
度
の
留
学
で
は
「
西
洋
」
か
ら
「
富
国
」「
強
兵
」
の
た
め
の
「
機
械
の
術
」
を
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、「
堯
舜
孔
子
の
道
」

で
あ
る
儒
学
の
精
神
を
世
界
に
広
げ
る
こ
と
も
目
的
と
す
る
よ
う
に
助
言
し
て
い
る
。
小
楠
に
お
い
て
古
今
東
西
、
普
遍
的
に
存
す
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る
「
堯
舜
孔
子
の
道
」
は
、
日
本
よ
り
優
れ
た
技
術
を
有
す
る
「
西
洋
」
に
対
応
で
き
る
唯
一
の
方
法
で
あ
っ

（
26
）

た
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
外
国
人
」
で
あ
れ
、「
日
本
人
」
で
あ
れ
「
性
情
」
を
同
じ
く
備
え
て
い
る
以
上
、
言
い
換
え
る
と
人
間
の
「
性
」
が
国
家
を
超
え

て
存
す
る
以
上
、「
堯
舜
孔
子
の
道
」
は
万
国
共
通
に
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

（
27
）

た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
堯
舜
孔
子
の
道
」
の

体
現
者
と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
は
称
賛
さ
れ
る
。
小
楠
は
、
甥
の
左
平
太
と
大
平
に
宛
て
た
書
簡
（
一
八
六
七
年
六
月
）
に
お
い
て

「
既
に
西
洋
列
国
是
迄
有
名
之
人
物
を
見
候
て
も
【
中
略
】
ワ
シ
ン
ト
ン
の
外
は
徳
義
あ
る
人
物
は
一
切
無
之
、
此
以
来
も
ワ
シ
ン

ト
ン
段
の
人
物
も
決
し
て
生
ず
る
道
理
無
之
」
で
あ
る
と
類
ま
れ
な
「
徳
義
」
を
有
す
る
者
と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
を
絶
賛
し
て
い（

28
）

た
。

「
徳
義
」
を
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
称
賛
に
値
す
る
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
小
楠
に
よ
る
と
儒
学
で
理
想
と
さ
れ
る
統
治
を
実
現
さ
せ
た
人
物

で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
は
儒
学
に
お
け
る
聖
人
に
比
肩
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、『
国
是
三
論
』（
一
八
六
〇
年
）

で
は
既
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

ワ
シ
ン
ト
ン

墨
利
堅
に
於
て
は
華
盛
頓
以
来
三
大
規
模
を
立
て
一
は
天
地
間
の
惨
毒
、
殺
戮
に
超
た
る
は
な
き
故
、
天
意
に
則
て
宇
内
の
戦
争

を
息
る
を
以
て
務
と
し
、
一
は
智
識
を
世
界
万
国
に
取
て
、
治
教
を
裨
益
す
る
を
以
て
務
と
し
、
一
は
全
国
の
大
統
領
の
権
柄
、

賢
に
譲
て
子
に
伝
へ
ず
、
君
臣
の
義
を
廃
し
て
一
向
公
共
和
平
を
以
て
務
と
し
政
法
治
術
其
他
百
般
の
技
芸
・
器
械
等
に
至
る
ま

で
、
凡
地
球
上
善
美
と
称
す
る
者
は
悉
く
取
り
て
吾
有
と
な
し
、
大
に
好
生
の
仁
風
を
揚
げ
【
下

（
29
）

略
】

こ
こ
に
お
い
て
小
楠
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
功
績
と
し
て
三
つ
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
一
に
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
こ
と
、
第
二
に
知

識
を
世
界
各
国
か
ら
取
り
入
れ
て
自
国
の
益
と
な
す
よ
う
に
心
が
け
た
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
「
全
国
の
大
統
領
の
権
柄
、
賢
に
譲

328 法と政治 75巻 1号 （2024年 5月）

元
田
永
孚
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン

七
三



て
子
に
伝
へ
」
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
大
統
領
職
を
世
襲
で
は
な
く
有
徳
者
に
譲
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
公
共
和
平
」
を
志
向

す
る
こ
と
で
「
政
法
治
術
其
他
百
般
の
技
芸
・
器
械
等
」
に
至
る
ま
で
、
凡
そ
地
球
上
で
「
善
美
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
悉
く
取

り
入
れ
る
ア
メ
リ
カ
は
、
儒
学
の
掲
げ
る
理
念
を
反
映
し
た
国
家
で
あ
っ

（
30
）

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
ア
メ
リ
カ
は
「
殆
三
代
の
治
教
に
符
合
」

す
る
「
公
」
で
「
和
平
」
を
実
現
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
の
で
あ

（
31
）

り
、
儒
学
の
理
念
に
合
致
す
る
政
治
制
度
の
設
計
主
で
あ
る
ワ

シ
ン
ト
ン
は
実
に
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
。

特
に
小
楠
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
が
大
統
領
職
を
血
縁
者
に
伝
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
営

為
は
小
楠
を
し
て
、
高
徳
で
有
能
な
臣
下
に
対
し
て
平
和
裏
に
行
う
政
権
譲
渡
で
あ
る
禅
譲
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ

も
禅
譲
に
お
い
て
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
の
は
伝
説
上
の
聖
人
で
あ
る
堯
、
舜
、
禹
の
政
権
譲
渡
で
あ
り
、
渡
す
側
も
渡
さ
れ
る
側
も
有

徳
者
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ

（
32
）

た
。
儒
学
は
本
来
、
徳
の
高
い
者
が
為
政
者
の
位
に
立
つ
べ
き
だ
と
考
え
る
た
め
、
世
襲
制
を
積

極
的
に
肯
定
し
な

（
33
）

い
。
実
際
に
小
楠
は
、
世
襲
を
消
極
的
に
語
る
次
の
よ
う
な
漢
詩
を
残
し
て
い
る
。

か
な

ゆ
ず

人
君
何
を
天
職
と
す
、
天
に
代
わ
り
て
百
姓
を
治
む
、
天
徳
の
人
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
何
を
以
て
天
命
に
愜
わ
ん
、
堯
の
舜
に
巽

る
所
以
は
、
是
れ
眞
に
大
聖
な
れ
ば
な
り
、
迂
儒
は
此
の
理
に
暗
く
、
以
て
之
を
聖
人
の
病
と
す
、
嗟
乎
、
血
統
論
や
、
是
れ
豈

に
天
理
の
順
な
ら
ん

（
34
）

や

人
君＝

君
主
た
る
者
の
務
め
は
天
に
代
わ
り
人
民
を
治
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
人
徳
の
な
い
も
の
は
為
政
者
と
し
て
相
応
し
く

な
い
。
か
つ
て
堯
が
舜
に
王
位
を
譲
っ
た
の
は
、
舜
が
偉
大
な
聖
人
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
凡
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庸
な
儒
者
た
ち
は
こ
の
こ
と
が
分
か
ら
ず
禅
譲
を
行
う
こ
と
を
弊
害
と
み
る
け
れ
ど
も
、
血
統
に
よ
る
王
位
の
継
承
が
ど
う
し
て
天

理
に
適
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
小
楠
は
世
襲
を
否
定
し
た
う
え
で
、
王
道
政
治
を
実
現
す
る
聖
人
に
あ

た
る
人
物
に
王
位
が
継
承
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

（
35
）

た
。
そ
の
小
楠
に
と
っ
て
「
大
統
領
の
権
柄
、
賢
に
譲
て
子
に
伝

へ
ず
」
と
い
う
ワ
シ
ン
ト
ン
の
営
為
は
、
禅
譲
そ
の
も
の
に
映
っ
た
。

海
外
へ
の
留
学
経
験
を
有
し
な
い
小
楠
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
観
は
、
主
に
隣
国
・
中
国
か
ら
の
情
報
に
基
づ
き
展
開
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
あ
た
り
と
り
わ
け
影
響
を
受
け
て
い
た
の
が
、
魏
源
の
『
海
国
図
志
』（
一
八
四
二
年
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
佐
久
間
象

山
や
吉
田
松
陰
を
は
じ
め
幕
末
日
本
の
多
く
の
知
識
人
に
お
い
て
読
ま
れ
歓
迎
さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
書
は
、
和
文
に
も

翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
漢
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
々
に
対
し
て
も
「
世
界
」
に
関
す
る
知
識
を
提
供
す
る
に
あ
た
り
寄
与

し
て
い

（
36
）

た
。『
海
国
図
志
』
を
は
じ
め
、
単
に
「
中
華
」
で
は
な
く
、
世
界
情
勢
を
紹
介
す
る
書
物
が
幕
末
に
お
い
て
積
極
的
に
受

容
さ
れ
た
背
景
に
は
、「
西
洋
」
を
理
解
す
る
こ
と
へ
の
要
求
が
一
段
と
増
し
て
高
ま
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
こ
に

は
東
ア
ジ
ア
を
大
い
に
動
揺
さ
せ
た
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
る
「
中
華
」
の
敗
北
が
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
凡
そ
の
儒
学
者
は
、
完
璧
な
人
格
者
で
あ
る
聖
人
に
よ
る
最
上
の
治
世
が
遥
か
昔
の
古
代
中
国
に
お
い
て
実
現
し
て
い

た
と
み
な
し
、
こ
の
時
代
に
羨
望
の
眼
差
し
を
向
け
る
。
こ
の
時
代
は
、
聖
人
で
あ
る
堯
と
舜
の
治
世
に
、
夏
・
殷
・
周
の
三
つ
の

王
朝
を
加
え
唐
虞
三
代
と
称
さ
れ
、
理
想
的
な
政
治
形
態
が
達
成
さ
れ
て
い
た
と
認
識
さ
れ

（
37
）

る
。
架
空
の
世
界
（
ユ
ー
ト
ピ
ア
）
で

は
な
い
、
中
原
に
か
つ
て
実
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
は
、「
漢
以
降
の
中
国
知
識
人
の
脳
裏
を
支
配
し
た
、
信

仰
に
近
い
共
同
観
念
」
と
し
て
実
に
二
千
年
以
上
に
わ
た
り
把
握
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
っ

（
38
）

た
。
た
だ
し
、
こ
の
観
念
そ
の
も
の
を
取

り
出
し
、
反
省
的
に
対
象
化
す
る
試
み
は
結
局
彼
ら
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、「
聖
人
の
道
の
行
わ
れ
た
理
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想
的
な
時
代
」
と
み
な
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ

（
39
）

た
。

こ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
治
世
を
根
本
的
に
改
め
て
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

「
西
洋
」
の
脅
威
で
あ
っ
た
。
特
に
「
中
華
」
が
「
西
洋
」（「
夷
狄
」）
に
敗
北
し
た
ア
ヘ
ン
戦
争
は
そ
の
気
運
を
さ
ら
に
高
め
る
こ

と
と
な
っ
た
。
ア
ヘ
ン
戦
争
に
敗
北
し
西
洋
の
脅
威
と
い
う
切
実
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
清
朝
で
は
、
本
来
「
夷
狄
」
と
し
て
蔑
視

の
対
象
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
西
洋
」
の
科
学
技
術
を
積
極
的
に
摂
取
す
る
洋
務
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
時
の
知
識
人
は
、
英
国
を
は

じ
め
と
す
る
西
洋
列
強
と
交
際
す
る
た
め
に
も
、「
睜
眼
看
世
界
」（
目
を
覚
ま
し
世
界
を
見
る
こ
と
）
を
意
識
し
た
う
え
で
、
世
界

各
国
の
地
理
や
歴
史
を
研
究
す
る
必
要
性
に
駆
ら
れ
て
い

（
40
）

た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
に
お
い
て
「
夷
の
長
技
を
師
と
為
し
、
夷
を
制
す
」

る
こ
と
が
、
自
ら
に
課
さ
れ
た
役
割
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
る
契
機
が
ア
ヘ
ン
戦
争
で
あ
っ

（
41
）

た
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
に
お
い
て
「
西

洋
」
は
依
然
と
し
て
「
夷
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、「
長
技
を
師
と
為
」
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
夷
」（「
西
洋
」
）
に
「
中
華
」
の
理

想
的
な
政
治
制
度
の
一
端
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
徐
々
に
自
覚
す
る
に
至
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
西
洋
」
は
、
も
は
や
「
夷
狄
」
と
し

て
軽
蔑
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
は
な
い
。
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
は
強
い
衝
撃
を
受
け
つ
つ
も
、「
中
華
」
文
明
を
打
倒
し
た
「
西
洋
」
と

は
一
体
何
者
で
あ
り
、
そ
し
て
何
故
強
い
の
か
、
そ
の
地
理
や
政
治
制
度
に
強
い
関
心
を
抱
き
研
究
し
た
。
そ
の
過
程
で
彼
ら
は
、

従
来
、「
中
華
」
の
政
治
思
想
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
た
唐
虞
三
代
の
治
世
が
、
実
は
「
西
洋
」
に
お
い
て
既
に
実
現
し
て
い
る
と

認
識
す
る
の
で
あ
っ

（
42
）

た
。

こ
の
際
に
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
た
一
つ
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
「
弥
利
堅
」（
ア
メ
リ
カ
）
は
「
国
王
」
や
「
皇

帝
」
の
存
在
し
な
い
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
文
脈
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
奇
妙
な
国
家
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

（
43
）

い
。
し
か
し
、

そ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
大
統
領
制
は
「
中
華
」
の
理
念
の
制
度
的
反
映
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
最
大
の
賛
辞
が
贈
ら
れ
る
の
で
あ
っ
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た

た
。
先
述
の
『
海
国
図
志
』
に
お
い
て
魏
源
は
、「
育
奈
士
迭
」（U

nited
States

）
と
称
さ
れ
る
こ
の
国
家
に
お
い
て
は
「
止
だ
二

十
六
部
の
頭
目
を
設
く
る
の
み
、
別
に
一
大
頭
目
を
公
挙
し
て
之
を
総
理
と
す
る
」
と
解
説
し
て
い

（
44
）

る
。
こ
こ
で
の
「
総
理
」
と
は
、

各
州
が
「
一
賢
士
を
以
て
総
統
と
為
し
」
そ
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
「
正
」
に
し
て
「
公
」
な
る
人
物
を
謂

（
45
）

う
。「
伯
理
師
天
徳
」

（president
）
と
も
称
さ
れ
る
「
総
理
」
は
人
民
の
「
公
択
」
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、「
四
年
」
の
任
期
を
全
う
す
れ

ば
そ
の
職
か
ら
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
46
）

い
。
つ
ま
り
魏
源
は
ア
メ
リ
カ
で
実
施
さ
れ
て
い
る
政
治
体
制
に
関
し
て
、
人
民
が
大
統
領

じ
ょ
け
い
よ

え
い
か
ん
し
り
ゃ
く

を
選
出
す
る
と
い
う
手
続
き
を
「
公
」
で
あ
る
と
高
く
評
価
す
る
。
あ
る
い
は
徐
継
畬
に
よ
る
地
誌
書
『
瀛
環
志
略
』（
一
八
四
九

し
ん
し
ん
こ

年
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
を
「
駸
駸
乎
と
し
て
三
代
の
遺
意
」
で
あ
る
と
儒
学
で
理
想
と
さ
れ
る
「
三
代
」
の
治
世
の
再
現

で
あ
る
と
み
な
し
て
い

（
47
）

た
。
そ
し
て
徐
継
畬
に
お
い
て
も
世
襲
で
も
終
身
任
期
で
も
な
い
、
人
民
の
意
思
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
大

統
領
は
「
天
下
」
に
「
公
」
を
も
ら
す
儒
学
的
理
念
の
制
度
化
に
他
な
ら
な
か
っ

（
48
）

た
。
さ
ら
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
が
撤
廃
さ
れ
、

「
公
理
」
に
基
づ
い
た
「
自
由
平
等
」
が
達
成
さ
れ
る
「
天
下
為
公
」
の
世
界
と
し
て
「
大
同
」
の
実
現
を
期
待
し
て
い
た
康
有
為

は
、「
大
同
」
の
理
念
を
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
か
ら
見
出
そ
う
と
し
て
い

（
49
）

た
。
要
す
る
に
儒
学
の
観
点
か
ら
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制

は
、「
天
下
為
公
」
に
適
う
制
度
で
あ
る
ゆ
え
、
賞
賛
に
値
す
る
制
度
で
あ
っ

（
50
）

た
。

三．

ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
と
「
共
和
」
へ
の
賛
辞

「
華
盛
頓
賛
」
と
「
贅
言
」

以
上
の
よ
う
に
、
木
戸
や
伊
藤
は
ワ
シ
ン
ト
ン
を
英
国
を
打
ち
負
か
し
独
立
を
果
た
し
た
軍
事
的
英
雄
と
し
て
、
あ
る
い
は
ア
メ

リ
カ
独
立
戦
争
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
攘
夷
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
運
動
の
正
当
化
を
図
っ
て
い
た
。
一
方
で
小
楠
の
場
合

は
彼
ら
の
よ
う
に
「
戦
」
で
は
な
く
、「
和
平
」
の
面
に
注
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
が
果
た
し
た
役
割
を
儒
学
の
聖
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人
と
同
等
に
捉
え
評
価
し
て
い
た
。
当
時
の
生
々
し
い
現
実
の
文
脈
に
応
じ
て
「
戦
」
の
面
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
を
促
え
攘
夷
の
正
当

性
を
唱
え
て
い
た
の
が
木
戸
や
伊
藤
な
ど
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
戦
争
の
惨
禍
に
終
止
符
を
打
ち
、「
和
平
」
を
も
た
ら

し
た
人
物
と
し
て
賛
辞
を
贈
っ
て
い
た
の
が
小
楠
で
あ
っ
た
。
特
に
小
楠
に
と
っ
て
、
本
来
儒
学
が
「
中
華
」
に
求
め
て
い
た
「
三

代
」
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
「
西
洋
」
に
お
い
て
既
に
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
立
役
者
で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
は

そ
れ
ゆ
え
に
絶
賛
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
小
楠
は
し
ば
し
ば
弟
子
た
ち
に
、「
西
洋
人
の
著
書
の
反
訳
書
が
手
に
入
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
は
大
い
に

読
ん
で
海
外
の
新
智
識
を
摂
取
せ
よ
と
奨
め
」
て
い

（
51
）

た
。
し
か
し
、
小
楠
の
高
弟
で
あ
っ
た
元
田
は
師
の
言
に
忠
実
に
従
わ
な
か
っ

た
。
自
伝
「
古
稀
之
記
」
は
「
余
ハ
固
陋
欧
州
ノ
学
ニ
通
セ
ス
」
と
告
白
し
て
お
り
、
閲
覧
図
書
と
し
て
西
洋
の
書
物
を
一
切
挙
げ

て
い
な
か
っ

（
52
）

た
。
し
か
も
、
小
楠
が
愛
読
し
て
い
た
『
海
国
図
志
』
に
つ
い
て
の
言
及
も
な

（
53
）

い
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
を
以
て
元
田

が
小
楠
と
異
な
り
、「
西
洋
」
に
無
関
心
、
あ
る
い
は
否
定
的
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
神
州
ノ
国
是
タ
ル

ヤ
、
当
ニ
国
ヲ
開
キ
化
ヲ
敷
キ
以
テ
外
万
国
ヲ
待
ツ
ヘ
シ
、
豈
拘
々
ト
シ
テ
鎖
国
攘
夷
ヲ
以
テ
国
ヲ
立
ツ
ヘ
ケ
ン
ヤ
【
中
略
】
苟
モ

国
ヲ
開
キ
道
ヲ
明
カ
ニ
シ
テ
彼
ヲ
待
ツ
、
彼
虎
狼
心
ア
ル
モ
我
正
義
直
道
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
シ
テ
以
テ
我
国
ヲ
立
ツ
ヘ
シ
」
と
、

攘
夷
の
風
潮
が
激
し
か
っ
た
文
久
年
間
に
積
極
的
に
開
国
す
る
こ
と
の
意
義
を
自
覚
し
て
い（

54
）

た
。
そ
の
う
え
で
、「
若
シ
攘
夷
ヲ
以

テ
彼
ヲ
待
ツ
彼
未
タ
戦
ヲ
求
メ
ス
シ
テ
我
之
ヲ
攘
フ
、
是
踈
暴
ノ
甚
シ
キ
者
」
で
あ
る
と
し
て
、
攘
夷
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
を
強

く
非
難
し
て
い

（
55
）

た
。
小
楠
ゆ
ず
り
の
開
国
論
と
も
称
さ
れ
る
幕
末
に
お
け
る
元
田
の
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス

（
56
）

は
、「
西
洋
」
に
対
す
る

眼
差
し
に
関
し
て
も
小
楠
と
共
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
楠
で
す
ら
執
筆
し
な
か
っ
た
、
ワ
シ
ン
ト
ン
を
専
門
と
し
た

「
華
盛
頓
賛
」
と
「
贅
言
」
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

（
57
）

る
。
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ま
ず
、「
華
盛
頓
賛
」
を
確
認
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、「
近
古
の
聖
」
と
し
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
は
「
血
戦
八
年
」
と
い
う
独
立
戦
争
に
お
い
て
「
精
鋭
」
た
る
英
国
の
大
軍
を
打
ち
破
り
、「
独
立
不
羈
の
国
是
」
を

定
め
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
の
雄
姿
は
、『
書
経
』
の
泰
誓
篇
で
描
か
れ
た
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
打
倒
し
た
事

跡
と
比
肩
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い

（
58
）

る
。
と
は
い
え
元
田
は
、
木
戸
や
伊
藤
の
よ
う
に
現
状
の
文
脈
に
即
し
て
攘
夷
を
正
当
化
す
る
事
件

と
し
て
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
事
実
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
こ
う

し
た
戦
禍
を
治
め
た
点
に
注
目
し
て
い
た
。
人
民
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
天
意
人
心
の
推

ひ
ょ
う
ぜ
ん

す
所
」
と
し
て
民
衆
か
ら
国
王
や
皇
帝
に
な
る
よ
う
期
待
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
な
く
「
飄
然
と
し
て

へ

い

し

郷
里
」
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
元
田
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
こ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
『
孟
子
』
に
典
拠
を
も
つ
「
敝

を
棄
つ
る
が
ご

と
し
」
と
一
切
の
未
練
な
く
帰
郷
し
た
と
評
し
て
い
る
。
結
局
、「
衆
望
」
に
応
え
る
か
た
ち
で
再
び
大
任
を
受
け
た
が
、
ワ
シ
ン

ト
ン
は
皇
帝
に
な
る
こ
と
は
せ
ず
「
統
領
の
交
任
」、
す
な
わ
ち
任
期
付
き
の
大
統
領
職
を
設
け
る
と
い
う
「
宇
内
未
曽
有
の
国
体
」

を
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
皆
な
民
の
利
す
る
所
を
導
て
、
各
お
の
自
主
の
業
を
楽
し
」
む
政
治
体
制
の
基
礎
を
築
く
こ
と
に
成

功
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
の
八
年
（
二
期
）
に
及
ぶ
治
世
は
、
か
く
し
て
「
全
国
大
い
に
治
ま
り
以
て
五
大
洲
を
駕
越
」
さ
せ
る
の
で

あ
っ
た
。
大
統
領
職
を
退
い
た
後
、「
恬
然
と
し
て
旧
閭
」
に
帰
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
に
よ
る
「
盛
徳
大
業
」
に
対
し
て
、
元
田
は

「
堯
舜
と
道
」
が
同
じ
で
あ
る
と
最
大
の
賛
辞
を
贈
る
。
つ
ま
り
、
元
田
に
と
っ
て
も
こ
う
し
た
振
る
舞
い
は
、
小
楠
と
同
様
に
儒

学
で
理
想
と
さ
れ
る
禅
譲
を
想
起
さ
せ
る
工
夫
で
あ
っ

（
59
）

た
。
血
縁
者
に
大
統
領
職
を
世
襲
し
な
か
っ
た
こ
と
を
以
て
「
堯
舜
」
の
イ

メ
ー
ジ
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
か
た
ち
で
語
ら
れ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
単
な
る
「
国
体
」
の
創
業
者
と
し
て
で
は
な
く
道
徳
的
に
も

優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
現
在
は
史
実
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
る
有
名
な
逸
話
を
元
田
は
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。「
其
の
幼
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た
め

時
利
斧
を
父
に
得
て
、
其
の
鋭
を
験
さ
ん
と
欲
し
庭
樹
を
伐
る
、
既
に
し
て
父
の
愛
樹
な
る
を
覚
り
父
の
怒
に
遇
う
を
知
る
と
雖
も
、

父
を
欺
く
に
忍
び
ず
号
泣
し
て
告
ぐ
る
に
実
を
以
て
す
る
」。「
虚
偽
を
言
う
を
知
ら
ざ
る
の
人
」
で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
の
「
誠
実
」

さ
は
「
天
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
感
応
し
た
父
は
「
汝
が
欺
か
ざ
る
の
一
心
は
余
の
百
の
愛
樹
よ
り
勝
る
」
と
述
べ
て
息
子
を
許
し

ピ
ョ
ー
ト
ル

ナ
ポ
レ
オ
ン

た
。
こ
の
物
語
を
承
け
て
元
田
は
、「
洋
人
伯
徳

と
那
波
翁
と
頓
と
を
以
て
智
仁
勇
三
傑
と
称
し
頓
を
以
て
仁
に
当
つ
」
と
し
て
、

も

ワ
シ
ン
ト
ン
を
「
仁
」
の
人
で
あ
る
と
述
べ

（
60
）

る
。
そ
の
際
に
『
論
語
』
の
「
子
貢
曰
く
、
如
し
博
く
民
に
施
し
て
、
能
く
衆
を
済
う

も
の
有
ら
ば
、
何
如
。
仁
と
謂
う
べ
き
か
。
子
曰
く
、
何
ぞ
仁
を
事
と
せ
ん
。
必
ず
や
聖
か
」（
雍
也
）
、
お
よ
び
「
子
曰
く
、
巍
巍

乎
た
り
、
舜
禹
の
天
下
を
有
つ
や
、
而
う
し
て
与
か
ら
ず
」（
泰
伯
第

（
61
）

八
）
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
は
「
仁
」
を
備
え

て
お
り
、
道
徳
の
面
に
お
い
て
も
完
成
し
た
「
聖
人
」
と
み
な
さ
れ
る
。

「
華
盛
頓
賛
」
に
お
い
て
儒
学
の
文
脈
で
「
聖
人
」
と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
い
た
ワ
シ
ン
ト
ン
ン
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
ア
メ
リ

カ
の
政
治
体
制
は
、「
贅
言
」
で
は
「
共
和
政
治
」
と
称
さ
れ
、
日
本
の
「
国
体
」
と
比
較
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
贅

言
」
は
、「
共
和
政
治
の
国
体
」
を
「
天
理
人
心
」
に
適
い
「
私
心
」
が
介
在
し
な
い
「
国
体
」
と
み
な
す
な
ら
ば
、「
我
が
皇
国
」

は
「
天
理
人
心
」
か
ら
逸
脱
し
「
私
心
」
に
ま
み
れ
た
「
国
体
」
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
批
判
に
対
す
る
反
駁
書
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
こ
の
文
書
で
は
、「
共
和
政
治
の
国
体
」
と
「
我
が
皇
国
の
国
体
」
の
内
実
の
異
同
が
論
点
と
な
る
。
元
田
は
日
本
の
「
我
が
皇

国
の
国
体
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

我
が
先
皇
の
国
を
建
つ
る
天
孫
の
始
め
て
茲
の
土
に
降
臨
し
よ
り
既
に
四
海
を
以
て
一
家
と
為
す
、
万
民
を
視
る
こ
と
赤
子
の
如

く
、
其
の
惻
怛
愛
国
の
至
り
、
親
ら
其
の
労
を
任
じ
て
他
人
に
託
す
る
に
忍
び
ず
、
故
に
皇
統
一
系
万
世
に
伝
え
て
易
ら
ず
、
其
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か

ん

う

の
恩
澤
寰
宇
に
彌
満
し
、
骨
髄
に
浹
洽
す
、
是
を
以
て
臣
民
た
る
者
も
亦
た
唯
だ
一
系
統
を
奉
戴
し
て
、
毫
も
敢
え
て
他
を
顧
み

ず
、
豈
に
天
理
人
心
至
誠
至
順
の
極
致
に
非
ず
や
。

日
本
に
お
い
て
は
「
皇
統
一
系
」
に
基
づ
く
世
襲
に
基
づ
く
政
治
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
歴
代
の
天
皇
は
「
万
民
を
視
る

こ
と
赤
子
の
如
く
、
其
の
惻
怛
愛
国
の
至
」
と
い
う
王
道
政
治
に
徹
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
の
「
臣
民
」
も
ま
た
天
皇

以
外
の
者
を
崇
拝
し
て
き
た
こ
と
が
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
一
系
統
を
奉
戴
」
し
て
き
た
の
で
あ
り
、「
皇
統
一
系
」
が
担
保
さ
れ

て
き
た
。
し
た
が
っ
て
元
田
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
天
皇
の
政
治
を
基
礎
に
お
く
日
本
の
「
国
体
」
は
、「
共
和
政
治
」
と
同
様
に

「
天
理
人
心
至
誠
至
順
」
に
悖
る
こ
と
は
な
い
。
た
し
か
に
ア
メ
リ
カ
で
は
「
四
年
に
て
交
代
し
、
民
に
常
主
な
く
自
由
に
政
を
為

す
」
政
治
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
両
国
と
も
に
「
天
下
人
民
の
為
」
の
政
治
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は

同
じ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
君
主
専
政
」「
君
民
同
治
」「
共
和
政
治
」
な
ど
の
名
称
に
拘
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
政
治
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
「
実
」
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、「
天
下
人
民
の
為
」
の
政
治
、
す
な
わ
ち

民
本
主
義
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
以
て
正
当
な
「
国
体
」
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
我
が
国
体
を
主
と

た
た

す
る
者
」
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
偉
業
を
称
え
る
こ
と
に
躊
躇
し
、
反
対
に
「
共
和
政
治
を
垂
涎
す
る
者
」
は
無
闇
に
そ
の
政
治
体
制

に
移
行
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
「
庸
儒
の
僻
眼
」
で
あ
り
、
浅
は
か
な
考
え
で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
す
る
。

古
く
か
ら
日
本
の
「
国
体
」
に
お
い
て
は
、「
君
臣
の
礼
正
し
く
」「
愛
敬
の
道
明
ら
か
に
」「
同
胞
の
義
篤
く
」
す
る
よ
う
な
政
治

が
運
営
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
法
令
簡
明
し
て
強
制
な
く
、
民
を
し
て
分
に
安
ん
じ
業
を
楽
し
み
各
お
の
自
主
の
域
」
に
至

ら
す
こ
と
を
可
能
と
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ワ
シ
ン
ト
ン
が
創
始
し
た
「
共
和
」
と
何
ら
の
差
異
は
な
い
。
た
し
か
に
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「
我
が
皇
国
の
体
」
は
天
皇
と
い
う
君
主
が
存
し
て
は
い
る
も
の
の
、「
君
威
を
主
と
し
束
縛
を
専
ら
に
す
る
」
よ
う
な
「
覇
政
の
陋

習
」
に
陥
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
「
共
和
政
治
」
と
同
様
に
民
を
主
と
し
た
政
治
が
「
我
が
皇
国
の
国
体
」
に
お
い
て

も
実
施
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
根
拠
に
「
共
和
政
治
」
の
「
実
」
が
日
本
に
お
い
て
も
実
現
さ
れ
て
き
た
と
み
な
す
元

田
は
、
も
し
ワ
シ
ン
ト
ン
が
「
我
が
皇
国
の
国
体
」
を
み
た
な
ら
ば
「
甘
心
」
す
る
に
違
い
な
い
と
確
信
す
る
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
元
田
に
お
い
て
も
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
小
楠
の
見
解
と
同
様
に
「
堯
舜
」
に
匹
敵
す
る
（
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
優

る
）「
聖
人
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
元
田
の
場
合
、
小
楠
の
よ
う
に
「
堯
舜
」
の
理
念
が
西
洋
に
存
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、

そ
の
例
証
と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
を
称
賛
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
元
田
の
目
的
は
、
西
洋
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
に
お
い
て

も
「
堯
舜
の
道
」
が
徹
底
的
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
両
者
の
「
実
」
に
着
目
す
れ
ば
、
禅
譲
を

と
る
大
統
領
制
に
基
づ
く
「
共
和
政
治
の
国
体
」
と
、
世
襲
の
天
皇
に
基
づ
く
「
我
が
皇
国
の
国
体
」
と
の
間
に
全
く
乖
離
は
な
い
。

小
楠
の
言
を
借
り
て
こ
れ
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
元
田
は
師
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
や
英
国
の
み
に
お
い
て
「
三
代
の
治
教
」
に
合

致
し
た
政
治
が
運
営
さ
れ
て
い
る
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
。
元
田
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
西
洋
の
み
な
ら
ず
「
堯
舜
の
道
」
に

合
致
し
た
政
治
は
、
日
本
に
お
い
て
も
「
万
世
」
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
同
じ
く
儒
学
の
文
脈
に

基
づ
き
な
が
ら
も
、
元
田
は
小
楠
と
明
ら
か
に
異
な
る
意
図
を
も
っ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
を
評
価
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
我
が
皇
国

の
国
体
」
の
何
た
る
か
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
元
田
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
し
て
明
治
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
そ
の
理
論
化
に
際
し
て
、
元
田
は
儒
学
と
決
別
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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む
す
び
に
か
え
て

横
井
小
楠
か
ら
遠
く
離
れ
て

「
華
盛
頓
賛
」
と
「
贅
言
」
は
師
の
言
説
の
主
旨
と
は
大
い
に
異
な
る
内
容
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
多
分
に
小
楠
の
ワ
シ
ン
ト
ン

論
を
意
識
し
つ
つ
執
筆
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
儒
学
の
観
点
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
、
元
田
は
小
楠
と
同
様
、
幕
末
な
ら
で
は
の
儒
学
者
で
あ
っ
た
。

元
田
は
明
治
に
至
っ
て
も
小
楠
を
思
慕
し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
彼
の
思
想
を
忠
実
に
継
承
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

こ
の
点
に
つ
き
、
維
新
後
の
元
田
が
一
貫
し
て
儒
教
主
義
に
立
ち
、
欧
化
主
義
の
奔
流
を
塞
ぎ
と
め
よ
う
と
し
た
こ
と
を
以
て
、
小

楠
と
の
差
異
を
指
摘
す
る
研
究
も
あ

（
62
）

る
。
幕
末
の
元
田
が
西
洋
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
価
値
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
明
治

に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
ス
タ
ン
ス
は
、
明
ら
か
に
小
楠
か
ら
遠
く
離
れ
た
位
置
に
あ
る
。
し
か
も
、
両
者
の
乖
離
は
単
に
対
外
認
識

に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
根
幹
に
あ
っ
た
儒
学
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
か
ね
て
か
ら
元
田
は
「
儒
学
者
」と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
蘇
峰
は
「
最
も
進
歩
せ
る
儒
教
的
思
想
の
代
表
者
」と
し（

63
）

て
、

あ
る
い
は
井
上
哲
次
郎‐

彼
は
「
教
育
勅
語
」
に
衍
義
を
施
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
�
は
伊
藤
仁
斎
、
貝
原
益
軒
、
室
鳩
巣
な
ど
に

も
劣
る
こ
と
の
な
い
「
粹
然
た
る
儒
教
の
代
表
者
」
で
あ
る
と
顕
彰
し
て
い

（
64
）

た
。
な
に
よ
り
元
田
自
身
が
、「
余
ハ
固
ヨ
リ
朱
子
ノ

学
ヲ
信
シ
タ
ル
」
と
朱
子
学
者
を
自
認
し
て
い

（
65
）

た
。
と
は
い
え
元
田
は
朱
子
学
の
文
脈
か
ら
離
れ
て
、「
皇
統
一
系
」（
こ
の
時
期
に

な
る
と
「
万
世
一
系
」
の
語
も
用
い
ら
れ
る
）
に
対
し
て
世
界
に
類
を
見
な
い
唯
一
無
二
な
も
の
と
し
て
価
値
を
見
出
し
、
日
本
の

「
国
体
」
観
念
を
万
邦
に
比
し
て
絶
対
的
で
あ
る
と
再
構
成
す
る
の
で
あ
っ
た
。「
君
主
専
制
」
「
君
民
同
治
」「
共
和
政
治
」
で
あ
れ

お

肝
心
な
の
は
そ
の
「
体
裁
」
に
お
け
る
「
行
う
所
の
実
」
で
あ
り
、「
美
を
華
盛
頓
に
帰
す
る
を
嗇
し
」
む
こ
と
を
「
庸
儒
の
僻
眼
」
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で
あ
る
と
非
難
の
対
象
と
し
て
い
た
「
専
ら
我
が
国
体
を
主
す
る
者
」
に
、
元
田
自
身
が
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
世
襲
に
基

づ
く
「
万
世
一
系
」
の
天
皇
の
存
在
が
日
本
の
「
国
体
」
の
「
国
体
」
た
る
所
以
と
し
て
唯
一
絶
対
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
儒
学
の
観
点
か
ら
「
共
和
政
治
」
を
賞
賛
し
て
い
た
元
田
の
姿
は
今
や
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
「
国
体
」
が
万
国
に
優
る
も
の
と
し
て
改
め
て
価
値
づ
け
さ
れ
る
に
あ
た
り
強
烈
に
作
用
し
て
い
た
の
は
、

既
に
幕
末
か
ら
共
感
を
寄
せ
て
い
た
後
期
水
戸
学
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
沼
田
哲
は
、「
元
田
を
儒
学
者
で
あ
る
と
規
定
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
の
問
い
を
立
て
た
う
え
で
、「
横
井
小
楠
の
流
れ
を
承
け
る
儒
者
」
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
た
こ
と
に
鑑
み

れ
ば
、「
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

（
66
）

る
。
そ
れ
と
同
時
に
沼
田
は
、
元
田
に
お
け
る

後
期
水
戸
学
へ
の
関
心
が
小
楠
と
の
最
大
の
違
い
で
あ
る
と
強
調
し
、
明
治
期
に
至
っ
て
も
元
田
の
後
期
水
戸
学
へ
の
親
近
性
は
依

然
と
し
て
残
り
続
け
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
国
体
論
的
な
考
え
方
を
も
た
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
提
示
す

（
67
）

る
。
明
治
の
元
田
は

儒
学
を
差
し
置
き
、
後
期
水
戸
学
の
色
彩
を
よ
り
一
層
帯
び
る
か
た
ち
で
「
国
体
」
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
皇
統
一
系
」

の
天
皇
を
戴
く
日
本
の
「
国
体
」
を
絶
対
視
す
る
の
で
あ
っ
た
。

元
田
は
し
ば
し
ば
「
儒
学
者
」
と
し
て
み
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
も
の
の
、
儒
学
の
観
点
の
み
で
は
、
元
田
の
思
想
を
描
写
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
無
批
判
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
「
儒
学
者
」
と
い
う
枠
組
み
を
一
旦
取
り
払
っ
た
う
え
で
、
明
治

に
お
け
る
元
田
の
思
想
営
為
を
捉
え
直
す
こ
と
に
意
義
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
は
他
日
に
期
し
た
い
。

注
（
1
）

小
崎
弘
道
「
諒
闇
中
の
静
思
」（『
小
崎
弘
道
全
集

第
五
巻
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
）、
二
二
三
頁
。

（
2
）

海
後
宗
臣
『
元
田
永
孚
』
文
教
書
院
、
一
九
四
二
年
、
二
〇
九
頁
。
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（
3
）

源
了
圓
『
横
井
小
楠
研
究
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
三
九
三
頁
。

（
4
）

苅
部
直
『
歴
史
と
い
う
皮
膚
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
二
〇
一
頁
。

（
5
）

同
前
、
二
〇
一
�
二
〇
二
頁
。

（
6
）

同
前
、
一
九
八
頁
。

（
7
）

元
田
の
史
料
集
を
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
状
況
は
顕
著
に
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
刊
行
さ
れ
た
、
吉
本
襄
（
編
）『
経
筵
進
講
録
』

（
鉄
華
書
院
、
一
九
〇
〇
年
）、
吉
本
襄
（
編
）『
元
田
先
生
進
講
録
』（
民
友
社
、
一
九
一
〇
年
）、
徳
富
猪
一
郎
（
編
）『
元
田
先
生
進
講

録
』（
民
友
社
、
一
九
二
〇
年
）、
同
（
編
）『
増
補
元
田
先
生
進
講
録
』（
民
友
社
、
一
九
三
四
年
）、
海
後
宗
臣
『
元
田
永
孚
』（
文
教
書

院
、
一
九
四
二
年
）、
海
後
宗
臣
・
元
田
竹
彦
（
編
）『
元
田
永
孚
文
書
』
全
三
巻
（
元
田
文
書
研
究
会
、
一
九
六
九

�
一
九
七
〇
年
）
は
、

す
べ
て
明
治
に
書
か
れ
た
著
作
を
収
録
し
て
い
る
。
例
外
的
に
、
沼
田
哲
・
元
田
竹
彦
（
編
）『
元
田
永
孚
関
係
文
書
』（
山
川
出
版
社
、

一
九
八
五
年
）
は
近
世
に
書
か
れ
た
元
田
の
書
簡
を
収
録
し
て
い
る
。

（
8
）

徳
富
健
次
郎
『
蘆
花
全
集

第
十
五
巻
』
新
潮
社
、
一
九
二
九
年
、
一
五
〇
頁
。

（
9
）

徳
富
猪
一
郎
（
編
）『
増
補

元
田
先
生
進
講
録
』
民
友
社
、
一
九
三
四
年
、
七
頁
。

（
10
）

沼
田
哲
『
元
田
永
孚
と
明
治
国
家
�
明
治
保
守
主
義
と
儒
教
的
理
想
主
義
�
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
頁
。
同
書
は
、

幕
末
期
の
元
田
が
横
井
小
楠
や
実
学
党
か
ら
の
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
、
二
章
に
わ
た
り
仔
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
11
）

沼
田
哲
「「
元
田
永
孚
関
係
文
書
補
遺
」
並
び
に
「
元
田
永
孚
文
書
目
録
」」（『
青
山
史
学
』
一
〇
号
、
一
九
八
八
年
）、
一
三
三
頁

に
よ
る
と
、
両
文
書
は
一
八
六
五
年
（
慶
應
元
年
）
以
前
の
作
品
で
あ
る
。

（
12
）

大
川
真
「
幕
末
に
お
け
る
共
和
制
・
大
統
領
制
・
民
主
政
治
の
理
解
」（
吉
野
作
造
記
念
館
（
編
）『
吉
野
作
造
研
究
』
第
九
号
、
二

〇
一
三
年
）、
三
四
頁
。

（
13
）

同
前
、
三
六
�
三
七
頁
。
お
よ
び
、
渡
辺
浩
「「
進
歩
」
と
「
中
華
」」（『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想

増
補
新
装
版
』
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
六
年
）、
二
五
一
頁
。

（
14
）

山
室
信
一
『
法
制
官
僚
の
時
代
』
木
鐸
社
、
一
九
八
四
年
、
七
四
頁
。
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（
15
）

山
崎
正
董
（
著
編
）『
横
井
小
楠

伝
記
篇
』
明
治
書
院
、
一
九
三
八
年
、
一
一
二
九
�
一
一
三
〇
頁
。

（
16
）

元
田
永
孚
「
還
暦
之
記
」（
元
田
竹
彦
・
海
後
宗
臣
（
編
）『
元
田
永
孚
文
書

第
一
巻
』
元
田
文
書
研
究
会
、
一
九
六
九
年
）、
六
八

頁
。
嚴
錫
仁
「
元
田
永
孚
の
儒
教
思
想
の
座
標
―
儒
教
と
皇
道
主
義
の
間
―
」（F1000R

es
v.10;2021

）、
九
頁
の
注
64
を
参
照
。
な
お

PD
F

版
は
下
記
を
参
照
。https://w

w
w
.ncbi.nlm

.nih.gov/pm
c/articles/PM

C
8095323/pdf/f1000research-10-56410.pdf

（
最

終
閲
覧
日：
二
〇
二
四
年
二
月
二
十
六
日
）。

（
17
）

幕
末
明
治
期
に
お
け
る
ワ
シ
ン
ト
ン
受
容
に
つ
い
て
は
、
山
室
、
前
掲
書
、
七
三

�
八
四
頁
が
詳
述
し
て
い
る
。
加
え
て
、
幕
末
志

士
た
ち
の
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
認
識
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
三
宅
紹
宣
「
幕
末
の
志
士
達
の
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
認
識
」（『
幕
末
維
新

の
政
治
過
程
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）
が
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
は
詳
し
く
論
じ
な
い
が
、
中
国
に
お
け
る
ワ
シ
ン
ト
ン
受
容
の
様

相
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
潘
光
哲
『「
華
盛
頓
神
話
」
與
近
代
中
國
政
治
文
化
』
國
史
館
、
二
〇
二
〇
年
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
書
は
清
末
中
国
に
お
い
て
ワ
シ
ン
ト
ン
が
聖
人
・
堯
舜
に
準
え
ら
れ
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
徐
々
に
ア
メ
リ
カ
独
立
を
導
い
た
人
物
と

し
て
、「
革
命
」
の
側
面
か
ら
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
特
に
、
第
四
章
「「
華
盛
頓
神
話
」
的
多
重
様
式
」、

お
よ
び
第
五
章
「「
華
盛
頓
神
話
」
與
「
革
命
想
像
」」
を
参
照
）。

（
18
）

史
談
会
（
編
）『
史
談
会
速
記
録

合
本
四
』
原
書
房
、
一
九
七
一
年
、
六
二
�
六
三
頁
。

（
19
）

三
宅
、
前
掲
書
、
五
〇
頁
。

（
20
）

春
畝
公
追
頌
会
（
編
）『
伊
藤
博
文
伝

上
』
原
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
三
三
二
頁
。

（
21
）

三
宅
、
前
掲
書
、
五
三
頁
。

（
22
）

源
、
前
掲
書
、
二
一
四
頁
。

（
23
）

同
前
、
二
一
五
頁
。

（
24
）

同
前
、
九
八
頁
。

（
25
）

山
崎
正
董
（
著
編
）『
横
井
小
楠

遺
稿
篇
』
明
治
書
院
、
一
九
三
八
年
、
七
二
六
頁
。

（
26
）

沖
田
行
司
『
横
井
小
楠
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
一
年
、
九
七
頁
。
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（
27
）

山
崎
、
前
掲
『
横
井
小
楠

遺
稿
篇
』、
四
九
二
頁
。
沖
田
、
前
掲
書
、
一
〇
五
頁
も
参
照
。

（
28
）

山
崎
、
前
掲
『
横
井
小
楠

遺
稿
篇
』、
五
〇
八
頁
。

（
29
）

佐
藤
昌
介
・
植
手
通
有
・
山
口
宗
之
（
校
注
）『
渡
辺
崋
山

高
野
長
英

佐
久
間
象
山

横
井
小
楠

橋
本
左
内

日
本
思
想
大
系
55
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
四
四
八
頁
。

（
30
）

小
楠
が
ワ
シ
ン
ト
ン
治
世
の
長
所
に
「
平
和
」
を
求
め
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
出
原
政
雄
「
平
和
」（
米
原
謙
（
編
）『「
ま
つ

り
ご
と
」
か
ら
「
市
民
」
ま
で

政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開

第
10
巻
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
）、
四
七
頁
を
参
照
。

（
31
）

前
掲
『
日
本
思
想
大
系
55
』、
四
四
九
頁
。

（
32
）

土
田
健
次
郎
『
儒
教
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
五
二
�
一
五
三
頁
。

（
33
）

苅
部
、
前
掲
書
、
一
九
五
頁
。
た
だ
し
儒
学
史
に
お
い
て
、『
孟
子
』
に
代
表
さ
れ
る
「
革
命
論
」
が
「
専
制
君
主
の
悪
政
を
防
ぐ

た
め
の
一
種
の
警
戒
装
置
」、
す
な
わ
ち
君
主
の
戒
め
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
実
行
を
要
求
す
る
儒
学
者
は
、
少
な
く
と
も

平
時
に
お
い
て
は
希
少
で
あ
り
、
大
半
は
血
統
に
よ
る
世
襲
を
認
め
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
一
方
で
留
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
嚴
、
前
掲
「
元
田
永
孚
の
儒
教
思
想
の
座
標
」、
八
頁
。
お
よ
び
安
炳
周
『
儒
教
의
民
本
思
想：

君
主
・
民
本
으
로
부
터

民
主
에
로
의
轉
換
可
能
性
의
摸
索
』（
成
均
館
大
学
校
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）、
五
四
頁
。

（
34
）

山
崎
、
前
掲
『
横
井
小
楠

遺
稿
篇
』、
八
八
〇
頁
。

（
35
）

事
実
、
小
楠
は
（
明
治
）
天
皇
が
血
統
論
を
越
え
た
堯
・
舜
の
よ
う
な
有
徳
な
君
主
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
つ
と
に
強
調
し
て
い
た

（
沖
田
、
前
掲
書
、
二
一
三
頁
）。
た
だ
し
世
襲
は
、
徹
頭
徹
尾
、
否
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
天
皇
に
は
世
襲
否
定
論
が
及
ば
な
い

と
い
う
考
え
が
、
慶
應
元
年
（
一
八
六
五
年
）
頃
の
小
楠
に
お
い
て
は
既
に
定
ま
っ
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
源
、
前
掲
『
横
井
小
楠

研
究
』、
三
七
三
頁
）。
小
楠
が
発�

言�

し�

た�

と�

さ�

れ�

る�

次
の
証
言
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す
意
味
で
大
変
示
唆
的
で
あ
る
。

日
本
ハ
日
本
之
国
躰
あ
り
。
西
洋
ハ
西
洋
之
国
躰
あ
り
。
そ
の
第
一
ハ
君
臣
之
義
也
。
其
餘
之
事
ハ
互
ニ
少
々
之
事
あ
れ
と
も
大
事
ニ

あ
ら
す
。
先
ツ
日
本
ハ
門
閥
を
尊
ふ
の
風
あ
り
。
其
門
閥
之
大
な
る
者
ハ
天
子
也
。
此
天
子
ハ
日
本
一
国
を
御
取
立
被
遊
候
本
源
ニ
而
、

此
レ
万
世
之
御
主
人
な
り
。
さ
れ
ハ
御
徳
御
不
徳
御
才
御
不
才
之
論
な
く
い
つ
が
い
つ
迄
も
御
主
人
と
奉
仰
候
事
是
日
本
之
国
躰
也
。
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（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
〇
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
、
六
八
三
頁
）

米
国
の
共
和
制
や
堯
舜
の
禅
譲
思
想
に
強
く
惹
か
れ
て
い
た
小
楠
の
姿
を
よ
く
知
る
人
た
ち
に
お
い
て
従
来
の
見
解
と
異
に
し
た
右
記
の

天
皇
観
を
知
る
由
も
な
く
、
明
治
初
年
に
お
け
る
小
楠
の
「
参
与
」
就
任
を
危
ぶ
ん
だ
者
も
い
た
。

（
36
）
『
海
国
図
志
』
の
幕
末
日
本
に
お
け
る
受
容
過
程
に
つ
い
て
は
、
源
了
圓
『
佐
久
間
象
山
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
、
一
五
�

二
〇
頁
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
37
）

吉
川
幸
次
郎
『
論
語

下
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
、
二
六
四
頁
。

（
38
）

関
口
順
『
儒
学
の
か
た
ち
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
頁
。

（
39
）

同
前
、
一
一
七
頁
。

（
40
）

丁
守
和
（
主
編
）『
中
国
近
代
啓
蒙
思
潮

上
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
頁
。

（
41
）

同
前
、
二
二
頁
。
な
お
こ
の
一
節
は
、『
海
国
図
志
』
の
「
叙
」
に
由
来
す
る
。

（
42
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史

十
七
～
十
九
世
紀
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
の
第
十
七
章
「「
西
洋
」

と
は
何
か
」
を
参
照
。

（
43
）

こ
の
政
治
体
制
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
こ
と
ば
の
実
体
が
日
本
や
中
国
に
存
在
し
な
か
っ
た
だ
け
に
頗
る
困
難
で

サ
ウ
タ
ン
ト
モ
ニ
ヲ
サ
メ
ル

あ
り
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
簡
明
な
訳
語
が
生
ま
れ
ず
「
王
ナ
ク
シ
テ
支
配
サ
ル
ル
国
」「
会

議

共

治
」
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
点
か

ら
も
窺
え
る
（
齋
藤
毅
『
明
治
の
こ
と
ば
�
東
か
ら
西
へ
の
架
け
橋
�
』
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
一
一
四
頁
）。
な
お
、
こ
れ
を
日
本

で
初
め
て
「
共
和
」
と
翻
訳
し
た
の
は
箕
作
省
吾
『
坤
輿
図
識
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
大
槻
磐
渓
か
ら
示
唆
に
よ
り
、『
十
八
史
略
』
に

あ
る
「
王
が
不
在
で
官
僚
の
み
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
時
代
」（「
於
是
国
人
相
与
畔
。
王
出
奔
彘
。
二
相
周
召
共
理
国
事
」）
の
十

四
年
間
を
「
共
和
」
と
称
す
（「
曰
共
和
者
十
四
年
」）
と
の
記
述
か
ら
箕
作
は
こ
の
語
を
採
用
し
た
。
穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』
有
斐
閣
、

一
九
一
六
年
、
二
〇
〇
�
二
〇
二
頁
の
「
共
和
政
治
」
と
題
さ
れ
た
項
が
こ
の
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
44
）

魏
源
「
海
国
図
志
」（
魏
源
全
集
編
輯
委
員
会
（
編
）『
魏
源
全
集

第
六
冊
』
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
二
三
頁
。

（
45
）

同
前
、
一
六
四
七
頁
。

八
八

論

説

法と政治 75巻 1号 （2024年 5月） 313



（
46
）

同
前
、
一
六
三
九
頁
。

（
47
）

前
掲
『
中
国
近
代
啓
蒙
思
潮

上
』、
五
三
頁
。

（
48
）

渡
辺
、
前
掲
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』、
二
〇
六
頁
。

（
49
）

山
田
勝
芳
『
中
国
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
「
均
の
理
念
」』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
、
六
七
頁
、
お
よ
び
竹
内
弘
之
『
康
有
為
と
近
代

大
同
思
想
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
一
七
三
頁
。『
礼
記
』
に
典
拠
を
も
つ
「
大
同
」
は
、
康
有
為
『
大
同
書
』
に
よ
っ
て

ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
再
評
価
さ
れ
る
概
念
と
な
っ
た
。「
至
平
な
り
、
至
公
な
り
、
至
仁
な
り
、
治
の
至
な
り
。
善
道
あ
り
と
雖
も
、

以
て
こ
れ
に
加
う
る
な
し
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、「
大
勢
の
趨
く
と
こ
ろ
、
将
来
の
至
る
所
は
、
必
ず
大
同
に
訖
り
て
而
る
後
已
む
も

の
あ
ら
ん
」
と
将
来
実
現
す
る
も
の
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
（
坂
出
祥
伸
『
大
同
書
』
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
一
〇
九
�
一
一
〇

頁
、
お
よ
び
一
一
七
頁
）。

（
50
）

渡
辺
、
前
掲
『
日
本
政
治
思
想
史
』、
三
五
八
頁
。

（
51
）

山
崎
、
前
掲
『
横
井
小
楠

伝
記
篇
』、
一
三
四
頁
。

（
52
）

元
田
、
前
掲
「
古
稀
之
記
」、
二
〇
八
頁
。

（
53
）

花
立
三
郎
「
元
田
永
孚
自
叙
傳
解
題
」（『
近
代
熊
本
』
一
六
号
、
一
九
七
四
年
）、
一
一
頁
。

（
54
）

元
田
、
前
掲
「
還
暦
之
記
」、
八
二
�
八
三
頁
。

（
55
）

同
前
、
八
三
頁
。

（
56
）

沼
田
、
前
掲
『
元
田
永
孚
と
明
治
国
家
』、
八
四
頁
。

（
57
）

本
稿
に
お
い
て
「
華
盛
頓
賛
」
と
「
贅
言
」
は
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
の
「
元
田
永
孚
関
係
文
書
」
に
収
め
ら
れ
て
い

る
「
拙
文
」（
資
料
番
号
115
�
5
）
に
拠
っ
た
。
原
文
は
漢
文
で
あ
る
が
引
用
に
あ
た
り
字
体
を
改
め
た
う
え
で
書
き
下
し
た
。
な
お
、

本
稿
の
末
尾
に
「
付
録
」
と
し
て
二
つ
の
文
書
の
原
文
と
書
き
下
し
文
を
掲
げ
た
。

（
58
）

嚴
、
前
掲
「
元
田
永
孚
の
儒
教
思
想
の
座
標
」、
九
頁
。

（
59
）
「
宇
内
未
曽
有
の
国
体
」
の
創
業
者
で
あ
り
な
が
ら
、
大
統
領
退
任
後
は
血
縁
者
に
そ
の
職
を
譲
ら
ず
に
「
旧
閭
」
に
帰
っ
て
し
ま
っ
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た
と
い
う
元
田
の
紹
介
は
、
福
沢
諭
吉
の
『
福
翁
自
伝
』
に
お
け
る
「
ワ
シ
ン
ト
ン
の
子
孫
如
何
を
問
う
」
を
想
起
さ
せ
る
。
福
沢
は
こ

こ
で
次
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
の
思
い
出
を
回
想
し
て
い
る
。「
と
こ
ろ
で
私
が
不
図
胸
に
浮
か
ん
で
或
る
人
に
聞
い
て
み
た
の
は
外
で

な
い
、
今
ワ
シ
ン
ト
ン
の
子
孫
は
如
何
な
っ
て
い
る
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
人
の
言
う
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
子
孫
に
は
女
が
あ
る

筈
だ
、
今
如
何
し
て
い
る
か
知
ら
な
い
が
、
何
で
も
誰
か
の
内
室
に
な
っ
て
い
る
様
子
だ
と
如
何
に
も
冷
淡
な
答
で
、
何
と
も
思
っ
て
居

ら
ぬ
。
こ
れ
は
不
思
議
だ
。
勿
論
私
も
ア
メ
リ
カ
は
共
和
国
、
大
統
領
は
四
年
交
代
と
い
う
こ
と
は
百
も
承
知
の
こ
と
な
が
ら
、
ワ
シ
ン

ト
ン
の
子
孫
と
い
え
ば
大
変
な
者
に
違
い
な
い
と
思
う
た
の
は
、
此
方
の
脳
中
に
は
、
源
頼
朝
、
徳
川
家
康
と
い
う
よ
う
な
考
え
が
あ
っ

て
、
ソ
レ
か
ら
割
出
し
て
聞
い
た
と
こ
ろ
が
、
今
の
通
り
の
答
に
驚
い
て
、
こ
れ
は
不
思
議
と
思
う
た
こ
と
は
今
で
も
能
く
覚
え
て
い
る
。

理
学
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
少
し
も
胆
を
潰
す
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
方
の
社
会
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
方
角
が
付
か
な

か
っ
た
」（
福
沢
諭
吉
（
著
）
富
田
正
文
（
校
訂
）『
新
訂

福
翁
自
伝
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
一
一
七
頁
）。
福
沢
に
と
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
は
共
和
国
で
あ
り
日
本
と
異
な
る
政
治
体
制
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
創
業
者
で
あ
り
源
頼
朝
や
徳
川
家
康
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た

ワ
シ
ン
ト
ン
の
子
孫
の
所
在
に
つ
い
て
誰
も
知
ら
な
い
こ
と
に
大
き
な
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
。

（
60
）

幕
末
・
維
新
期
の
日
本
人
の
対
外
認
識
の
特
性
と
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
が
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
と
ロ
シ
ア
が
、
ワ
シ
ン

ト
ン
と
ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対
を
な
し
て
日
本
人
の
模
範
国
像
を
形
成
し
て
い
た
（
山
室
、
前
掲
書
、
六
四

�
六
五
頁
）。

（
61
）

土
田
健
次
郎
（
訳
注
）『
論
語
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
二
三
年
、
二
四
一
頁
、
三
〇
五
頁
。

（
62
）

渡
辺
和
靖
『
明
治
思
想
史
�
儒
教
的
伝
統
と
近
代
認
識
論
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
八
年
、
五
一
頁
。

（
63
）

徳
富
猪
一
郎
、
前
掲
『
増
補

元
田
先
生
進
講
録
』
所
収
の
附
録
「
元
田
東
野
翁
」、
五
頁
。
な
お
、
こ
れ
の
も
と
は
元
田
永
孚
の
死

去
に
と
も
な
い
明
治
二
十
四
年
一
月
『
国
民
之
友
』
に
寄
せ
ら
れ
た
同
題
の
文
書
で
あ
る
。

（
64
）

井
上
哲
次
郎
『
日
本
朱
子
学
派
之
哲
学

増
訂
五
版
』
冨
山
房
、
一
九
一
五
年
、
五
六
六
頁
。

（
65
）

元
田
竹
彦
・
海
後
宗
臣
（
編
）『
元
田
永
孚
文
書

第
三
巻
』
元
田
文
書
研
究
会
、
一
九
七
〇
年
、
三
頁
。

（
66
）

沼
田
、
前
掲
『
元
田
永
孚
と
明
治
国
家
』、
一
七
頁
の
注
⑴
。

（
67
）

同
前
、
五
三
�
五
四
頁
。
あ
る
い
は
嚴
錫
仁
も
こ
れ
を
承
け
る
か
た
ち
で
、
小
楠
と
異
な
り
後
期
水
戸
学
を
見
限
ら
な
か
っ
た
点
に
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お
い
て
、「
純
粋
な
儒
学
者
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
小
楠
よ
り
元
田
が
遠
く
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
よ
う
」
と
評
価
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
嚴
、
前
掲
「
元
田
永
孚
の
儒
教
思
想
の
座
標
」、
三
頁
の
注
⑷
を
参
照
。
た
だ
し
、
小
楠
も
ま
た
当
初
は
水
戸
学

を
評
価
し
つ
つ
も
、「
誠
」
の
欠
如
を
以
て
批
判
に
転
じ
た
（
吉
田
俊
純
『
水
戸
学
と
明
治
維
新
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇

三
�
二
〇
六
頁
）。
ま
た
、
池
田
勇
太
『
維
新
変
革
と
儒
教
的
理
想
主
義
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
の
第
四
章
「
公
議
輿
論
と
万
機

親
裁
―
明
治
初
年
の
立
憲
政
体
導
入
問
題
と
元
田
永
孚
」
は
、
元
田
の
国
体
論
に
お
い
て
後
期
水
戸
学
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を

「
諸
草
稿
」
を
手
掛
か
り
に
考
証
し
て
い
る
。

310 法と政治 75巻 1号 （2024年 5月）

元
田
永
孚
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン

九
一



付
録

【
史
料
紹
介
】

こ
こ
で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
の
「
元
田
永
孚
関
係
文
書
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
拙
文
」（
資
料
番
号
115
�

5
）
よ
り
、「
華
盛
頓
賛
」
と
「
贅
言
」
の
原
文
と
そ
の
書
き
下
し
文
を
掲
げ
る
。
原
文
で
は
所
々
に
元
田
に
よ
る
修
正
が
施
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
推
敲
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
も
の
の
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
も
史
料
紹
介
に
徹
し

（
１
）

た
。
な
お
、
凡
例

は
以
下
の
通
り
。
⑴

原
文
で
は
旧
字
体
と
新
字
体
が
混
在
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
底
本
を
忠
実
に
再
現
さ
せ
る
た
め
に
あ
え
て

統
一
せ
ず
に
原
文
の
マ
マ
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
々
ル
ビ
に
「
原
文
マ
マ
」
と
注
記
し
な
い
。
⑵

訓
読
に
際
し
て
は
、
原
文

の
訓
点
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
原
文
の
句
点
に
つ
い
て
は
一
部
従
わ
ず
、
訓
読
に
あ
た
り
翻
刻
者
が
任
意
に
読
点
を
施
し
た
。
⑶

原
漢
文
に
は
元
田
に
よ
る
推
敲
の
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
訓
読
に
際
し
て
は
修
正
の
結
果
の
み
を
反
映
さ
せ
た
。
⑷

原
文

の
闕
字
は
、
訓
読
に
際
し
て
つ
め
た
。
⑸
〔
〕
は
翻
刻
者
に
よ
る
注
記
を
意
味
す
る
。
⑹

訂
正
線
を
引
い
て
い
る
箇
所
の
訓
点
は

割
愛
し
た
（
た
だ
し
一
部
例
外
の
箇
所
が
あ
る
）。

【
華
盛
頓
賛
】

・
原
文

華
盛
頓
真
可
�

謂

近
古
之
聖
者

也
乎
。
當

其
國
民
英
政
苦
苛
歛
之
日
。
其
國
民
不
堪
疾
苦
。
衆
望
之
所
�

歸
。
以

眇
然
一
介
之

軀
。
充
元
帥
之
任
。
奮
起
救

民
於
水
火
之
中
。
其
義
氣
固
既
凛
然
矣
。
其
撃

英
軍

也
。
以

新
募
烏
合
之
衆
。
加
糧
餉
不
�

足
。

器
械
不
�

備
。
躡

危
嶮
。
逼
寒
飢
。
屢
遇

跌
蹶
。
瀕

九
死

者
数
。
血
戦
八
年
。
而
志
氣
未

曽
屈
撓

〔「
而
志
氣
未

曽
屈
撓

」
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の
後
に
「
血
戦
八
年
」
を
続
け
る
と
の
指
示
線
あ
り
〕。
竟
能
破

精
鋭
之
大
軍
。
卓
然
定

獨
立
不
羈
之
國
是
。
讀

其
十
三
州
會

盟
之
檄
文
。
實
與

泰
誓
諸
篇
相
伯
仲
。
其
正
大
光
明
之
氣
。
足

以
壓

宇
内

也
。
及

大
難
已
平
。
人
民
安
定
。
天
意
人
心
之

所
�

推
。
爲
�

帝
爲
�

王
。
皆
其
所
�

欲
�

爲
也
。
然
而
一
旦
解

大
權

去

重
任

也
。
猶
�

棄

敝

。
飄
然
歸

郷
里
。
不
�

知

其
勳

業
功
名
爲

何
物
。
雖

張
子
房

何
以
過
�

之
。
其
嘗
辭

大
元
帥
之
俸
金

有
�

曰
。
吾
今
誓

于
衆
。
欲

爲

國
家

救

人
民

建

大
業
。
軍
務
費
用
。
記
在

簿
書
。
只
供

其
費

則
足
。
豈
幸

官
禄
位

利

一
身

哉
。
是
其
立
�

心
可
�

知

凡
天
下
物
欲
擧
不
�

足

誓

ヒ

於

衆

ニ

以
動
�

之
也
。
及

衆
望
之
所
�

歸
不
得
已
再
受

大
任
。
則
順
天
理
應
人
心
。
不
主
立
君
。
而
定

統
領
交
任
。
以
建

宇
内
未
曽
有

之
國
體
。
而
其
爲
�

政
。
不
尚
武
功
。
専
開
文
學
。
當
農
商
。
勤
生
業
。
皆
導

民
之
所
�

利
。
不
用
束
縛
。
是
以
民
皆
得
分
願
。
各

樂

自
主
之
業
。
僅
々
乎
八
閲
歳
。
而
全
國
大
治
。
以
至
�

駕

越
五
大
洲
。
然
後
辭
�

位
譲
�

職
。
恬
然
歸

舊
閭
。
其
盛
徳
大
業
。

豈
非

與

堯
舜

同
�

道
者

耶
。
其
後
雖
�

不
�

在
�

位
。
猶
輔

新
統
領
。
復
因

衆
望
。
受

元
帥
之
任
。
進
退
従
容
。
不
�

拘

形
迹
。

是
其
終
始
一
誠
。
超

然
於
形
骸
之
外

者
。
可

想
見

哉
。
史
稱
嘗
聞
華
盛
頓
不
�

知
�

言

虚
偽

之
人
。
觀

其
幼
時
得

利
斧
於

父
。
欲
�

驗

其
鋭
。
伐

庭
樹
。
既
而
覺

父
之
愛
樹
。
雖
�

知
�

遇

父
之
怒
。
不
�

忍
�

欺
�

父
。
號
泣
告
以
�

實
。
其
誠
實
蓋
天
性
也
。

〔
欄
外
に
あ
り：

其
父
嘆
曰
汝
不
欺
之
一
心
勝
余
百
愛
樹
〕。
今
余
聞
。
洋
人
以

伯
徳

那
波
翁
與
�

頓
。
稱

智
仁
勇
三
傑
。
以
�

頓
當
�

仁
云
。
豈
其
然
乎
。
孔
仲
尼
嘗
曰
。
博
施

於
民

而
能
濟
�

衆
。
何
事

於
仁
。
必
也
聖
乎
。
又
曰
。
巍
々
乎
舜
禹
之
有

天

下

也
。
而
不
�

與
焉
。
嗚
呼
如
余
今
於

華
盛
頓

者
觀
�

之
。
非
博
施
濟
衆
之
至
者
乎
。
亦
豈
非
有
天
下
而
不
與
焉
者
乎
。
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・
書
き
下
し

び
ょ
う
ぜ
ん

華
盛
頓
は
近
古
の
聖
な
る
者
と
謂
う
べ
き
か
な
、
其
の
國
民

英
政
の
苦
の
日
に
當
た
り
、
衆
望
の
歸
す
る
所
、
眇
然
と
し
て
一
介

ま
こ
と

の
軀
を
以
て
奮
起
し
て
民
を
水
火
の
中
に
救
う
、
其
の
義
氣
固
に
既
に
凛
然
た
り
、
其
の
英
軍
を
撃
つ
や
、
新
募
烏
合
の
衆
を
以
て

り
ょ
う
し
ょ
う

ふ

て
つ
け
つ

加
る
に
糧

餉
足
ら
ず
、
器
械
備
わ
ら
ず
、
危
嶮
を
躡
み
寒
飢
に
逼
ら
れ
、
屢
し
ば
跌
蹶
に
遇
い
、
九
死
に
瀕
す
る
者
数
た
び
、
而

し
て
志
氣
未
だ
曽
て
屈
撓
せ
ず
、
血
戦
八
年
、
竟
に
能
く
精
鋭
の
大
軍
を
破
り
、
卓
然
と
し
て
獨
立
不
羈
の
國
是
を
定
む
、
其
の
十

三
州
會
盟
の
檄
文
を
讀
む
に
、
實
に
泰
誓
諸
篇
と
相
い
伯
仲
す
、
其
の
正
大
の
氣
、
以
て
宇
内
を
壓
す
る
に
足
れ
り
、
大
難
已
に
平

ぎ
、
人
民
安
定
す
る
に
及
び
て
、
天
意
人
心
の
推
す
所
、
帝
と
爲
り
王
と
爲
る
も
皆
な
其
の
爲
さ
ん
と
欲
す
る
所
な
り
、
然
り
而
し

へ

い

し

て
一
旦
大
權
を
解
き
重
任
を
去
る
や
、
猶
お
敝

を
棄
つ
る
が
ご
と
く
飄
然
と
し
て
郷
里
に
歸
る
、
其
の
勳
業
功
名
の
何
物
た
る
を

知
ら
ざ
る
こ
と
、
張
子
房
と
雖
も
何
を
以
て
之
を
過
ぎ
ん
、
其
の
嘗
て
大
元
帥
の
俸
金
を
辭
す
る
に
曰
え
る
こ
と
有
り
、
吾
れ
今
衆

に
誓
う
、
國
家
の
爲
に
人
民
を
救
い
大
業
を
建
て
ん
と
欲
す
、
軍
務
の
費
用
は
記
し
て
簿
書
に
在
り
、
只
だ
其
の
費
に
供
せ
ば
則
ち

足
れ
り
、
豈
に
禄
位
を
幸
い
と
し
一
身
を
利
せ
ん
や
、
是
れ
其
の
心
を
立
つ
る
事
、
凡
そ
天
下
の
物
欲
擧
て
以
て
之
を
動
か
す
に
足

ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
、
衆
望
の
歸
す
る
所

再
び
大
任
を
受
く
る
に
及
び
て
は
、
則
ち
衆
に
誓
い
て
統
領
の
交
任
を
定
め
、
以
て
宇

内
未
曽
有
の
國
體
を
建
て
、
其
の
政
を
爲
す
は
皆
な
民
の
利
す
る
所
を
導
て
、
各
お
の
自
主
の
業
を
樂
し
み
、
僅
々
乎
た
る
八
閲
歳

き
ゅ
う
り
ょ

に
し
て
全
國
大
い
に
治
ま
り
、
以
て
五
大
洲
を
駕
越
す
る
に
至
る
、
然
る
後

位
を
辭
し
職
を
譲
り
恬
然
と
し
て
舊
閭
に
歸
る
、
其

の
盛
徳
大
業
、
豈
に
堯
舜
と
道
を
同
じ
く
す
る
者
に
非
ず
や
、
其
の
後

位
に
在
ら
ず
と
雖
も
、
猶
お
新
統
領
を
輔
け
、
復
た
衆
望

に
因
り
て
、
元
帥
の
任
を
受
け
、
進
退
従
容
と
し
て
、
形
迹
に
拘
ら
ず
、
是
れ
其
の
終
始
一
誠

形
骸
の
外
に
超
然
た
る
者
、
想
見

す
べ
き
か
な
、
嘗
て
聞
く
、
華
盛
頓
は
虚
偽
を
言
う
を
知
ら
ざ
る
の
人
と
、
其
の
幼
時

利
斧
を
父
に
得
て
、
其
の
鋭
を
驗
ん
と
欲
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し
庭
樹
を
伐
る
、
既
に
し
て
父
の
愛
樹
な
る
を
覺
り
父
の
怒
に
遇
う
を
知
る
と
雖
も
、
父
を
欺
く
に
忍
び
ず
、
號
泣
し
て
告
ぐ
る
に

實
を
以
て
す
る
を
觀
る
に
〔
原
漢
文
で
は
「
觀

其
幼
時
得

利
斧
於
父
、【
中
略
】
號
泣
告
以
�

實
」
の
「
觀
」
に
は
訂
正
線
が
引

か
れ
て
い
る
が
、
訓
点
が
保
存
さ
れ
て
い
る
た
め
こ
の
よ
う
に
書
き
下
し
た
〕、
其
の
誠
實

蓋
し
天
性
な
り
、
其
の
父
歎
じ
て
曰
く

ピ
ョ
ー
ト
ル

ナ
ポ
レ
オ
ン

汝
が
欺
か
ざ
る
の
一
心
は
余
の
百
の
愛
樹
よ
り
勝
る
と
、
余
聞
く
、
洋
人
伯
徳

と
那
波
翁
と
頓
と
を
以
て
智
仁
勇
三
傑
と
稱
し

頓
を
以
て
仁
に
當
つ
、
豈
に
其
れ
然
ら
ん
や
、
孔
仲
尼
嘗
て
曰
く
、
博
く
民
に
施
し
て
能
く
衆
を
濟
う
、
何
ぞ
仁
を
事
と
せ
ん
、
必

ず
や
聖
か
と
、
又
た
曰
く
、
巍
々
た
る
か
な
舜
禹
の
天
下
を
有
つ
や
、
而
も
與
ら
ず
と
、
余
今

華
盛
頓
に
於
い
て
之
を
觀
る
、
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【
贅
言
】

・
原
文

我

或
曰
。
吾
子
稱

賛
華
盛
頓

當
矣
。
然
以

共
和
政
治
之
國
體
。
爲

天
理
人
心
之
順
而
無

一
毫
之
私
心
。
則
若

君
主
専
政
之
皇

國
之
國
體
。
或
魯
西
亜
果
不
�

出

於
天
理
人
心
之
順
。
而
不
�

免
�

有

私
心

乎
。
曰
噫
是
何
之
言
也
。
如
魯
西
亜
姑
置
之
。
我

先
皇
之
建
�

國
。
自

天
孫
之
始
降

臨
茲
土
。
既
以

四
海

爲

一
家
。
視

萬
民

如

赤
子
。
其
惻
怛
愛
國
之
至
。
親
任

其
勞

而
不
�

忍
�

託

他
人
。
故

皇
統
一
系
傳

萬
世

不
�

易
。
其
恩
澤
彌

満
寰
宇
。
浹
洽

骨
髄
。
是
以
爲

臣
民

者
。
亦
唯
奉

戴
此

一
系
統

君
。
毫
不

敢
顧
�

他
。
豈
非

天
理
人
心
至
誠
至
順
之
極
致

耶
。
與

彼
四
年
交
代
。
民
無

常
主
。
自
由
爲
�

政
者
。

其
體
裁
雖

固
不
�

同
。
然
其
爲

天
下
人
民
。
而
一
毫
不
�

爲
�

己
之
心
。
未

曽
不
�

一
焉
。
且
夫
所
謂
天
理
者
。
非

其
所
�

存
大
中

至
正
而
活
動
變
易
適

其
宜

者

乎
。
故
或
爲

君
主
専
政
。
或
爲

君
民
同
治
。
或
爲

共
和
政
治
。
其
體
裁
雖

各
異
。
顧

所
�

行

帰

之
實
如
何

耳
。
今
硬
守
専
主
。
我
國
體

者
。
則
嗇
�

専

美
於
華
盛
頓

焉
。
垂

涎
於
共
和
政
治

者
。
則
欲

擧

我
邦

而
倣

其

僻

體
。
是
皆
庸
儒
俗
眼
。
豈
能
爲

順

天
理

應

人
心

耶
。
其
得

罪
於

先
皇
。
非

特
不
�

少
。
亦
将
�

爲

華
盛
頓
所

詈
罵

焉
。

嗚
呼
君
臣
之
禮
正
。
而
愛
敬
之
道
明
同
胞
之
義
篤
。
而
共
和
之
實
行
。
法
令
簡
明
無

強
制
。
使

民
安
�

分
樂
�

業
。
各
至

自
主
之

マ

マ

域
。
是
我
邦
古
来
之
國
體
。
今
果
能
如
�

是
。
則
華
盛
頓
亦
将

甘
心

焉
。
若

夫
主

君
威

専

束
縛
。
則
覇
政
陋
習
非

我
皇
國

之
體

也
。
讀

外
國
史

而
觀

各
種
政
體

者
。
不
�

可
�

不
�

知
�

所

取
舎

也
。
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・
書
き
下
し

或
ひ
と
曰
く
、
吾
子
の
華
盛
頓
を
稱
賛
す
る
は
當
れ
り
、
然
れ
ど
も
共
和
政
治
の
國
體
を
以
て
、
天
理
人
心
の
順
に
し
て
一
毫
の
私

心
無
し
と
爲
さ
ば
、
則
ち
我
が
皇
國
の
國
體
の
ご
と
き
は
、
果
た
し
て
天
理
人
心
の
順
に
出
で
ず
し
て
、
私
心
有
る
を
免
れ
ざ
る
か

あ
あ

と
、
曰
く
、
噫
、
是
れ
何
の
言
ぞ
や
、
我
が
先
皇
の
國
を
建
つ
る
、
天
孫
の
始
め
て
茲
の
土
に
降
臨
し
よ
り
既
に
四
海
を
以
て
一
家

と
爲
す
、
萬
民
を
視
る
こ
と
赤
子
の
如
く
、
其
の
惻
怛
愛
國
の
至
り
、
親
ら
其
の
勞
を
任
じ
て
他
人
に
託
す
る
に
忍
び
ず
、
故
に
皇

か

ん

う

し
ょ
う
こ
う

統
一
系
萬
世
に
傳
え
て
易
ら
ず
、
其
の
恩
澤
寰
宇
に
彌
満
し
、
骨
髄
に
浹
洽
す
、
是
を
以
て
臣
民
た
る
者
も
亦
た
唯
だ
一
系
統
を
奉

戴
し
て
、
毫
も
敢
え
て
他
を
顧
み
ず
、
豈
に
天
理
人
心
至
誠
至
順
の
極
致
に
非
ず
や
、
彼
の
四
年
に
て
交
代
し
、
民
に
常
主
な
く
、

自
由
に
政
を
爲
す
者
と
、
其
の
體
裁
は
固
よ
り
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
天
下
人
民
の
爲
に
し
て
一
毫
も
己
が
爲
に
せ

ず
の
心
は
未
だ
曽
て
一
な
ら
ず
に
あ
ら
ず
、
且
つ
夫
れ
所
謂
る
天
理
な
る
者
は
、
其
の
存
す
る
所
大
中
至
正
に
し
て
活
動
變
易
其
の

宜
し
き
に
適
す
る
者
に
非
ず
や
、
故
に
或
は
君
主
専
制
と
爲
り
、
或
は
君
民
同
治
と
爲
り
、
或
は
共
和
政
治
と
爲
り
て
、
其
の
體
裁お

各
お
の
異
な
る
と
雖
も
、
行
う
所
の
實
如
何
を
顧
る
の
み
、
今
専
ら
我
が
國
體
を
主
す
る
者
は
、
則
ち
美
を
華
盛
頓
に
帰
す
る
を
嗇

し
み
、
共
和
政
治
を
垂
涎
す
る
者
は
、
則
ち
我
が
邦
を
擧
げ
て
其
の
體
に
倣
わ
ん
と
欲
す
、
是
れ
皆
な
庸
儒
の
僻
眼
、
豈
に
能
く
天

理
に
順
い
人
心
に
應
ず
る
と
爲
さ
ん
や
、
其
の
罪
を
先
皇
に
得
、
特
に
少
か
ら
ざ
る
の
み
に
非
ず
、
亦
た
将
に
華
盛
頓
の
詈
罵
す
る

所
と
爲
ら
ん
と
す
、
嗚
呼
君
臣
の
禮
正
し
く
し
て
愛
敬
の
道
明
ら
か
に
、
同
胞
の
義
篤
く
し
て
共
和
の
實
行
わ
れ
、
法
令
簡
明
に
し

て
強
制
な
く
、
民
を
し
て
分
に
安
ん
じ
業
を
樂
し
み
各
お
の
自
主
の
域
に
至
ら
し
む
る
は
、
是
れ
我
が
邦
古
来
の
國
體
な
り
、
今
果

た
し
て
能
く
是
の
如
き
な
ら
ば
、
則
ち
華
盛
頓
も
亦
た
将
に
甘
心
せ
ん
と
す
、
夫
の
君
威
を
主
と
し
束
縛
を
専
ら
に
す
る
が
ご
と
き

は
、
則
ち
覇
政
の
陋
習
に
し
て
我
が
皇
國
の
體
に
非
ざ
る
な
り
、
外
国
史
を
讀
み
て
各
種
の
政
體
を
觀
る
者
は
、
取
捨
す
る
所
を
知
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ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、

元
田
永
孚
識

注
（
1
）

山
崎
正
董
（
著
編
）『
横
井
小
楠

伝
記
篇
』
明
治
書
院
、
一
九
三
八
年
、
一
一
三
〇
�
一
一
三
一
頁
、
お
よ
び
一
一
四
二
�
一
一
四

三
頁
に
お
い
て
こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
の
読
み
下
し
文
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
原
漢
文
は
併
載
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
原
文
の
推

敲
の
過
程
も
保
存
し
、
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
後
の
元
田
研
究
の
便
に
供
し
た
い
。

九
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Nagazane Motoda and George Washington
Moving far from Shōnan Yokoi

Yutaka TANAKA

This paper examines the perception of George Washington in Motoda
Nagazane（元田永孚）. First of all, Washington was accepted and evaluated
according to various contexts at the end of the Edo period. For example,
Hirobumi Itō（伊藤博文）and Takayoshi Kido（木戶孝允）viewed the
American War of Independence as the event that had defeated the powerful
enemy of Great Britain. In addition, they used Washington as a military
hero who had led the nation to independence to justify their discourse of
expel the barbarians（攘夷）.
On the other hand, Motoda’s mentor, Shōnan Yokoi（橫井小楠）, had a

different view from theirs. Shōnan focused on Washington as a person who
brought about peace instead of war. And American politics, which suc-
ceeded in reassuring the people, was highly regarded as consistent with
Confucian ideals.
Motoda wrote a document discussing Washington. Here, traces of influ-
ence from Shōnan’s Washington theory are confirmed. However, Motoda’s
Washington theory was not a mere imitation of his mentor. Motoda consid-
ers Washington to be a man comparable to Yao（堯 Yáo）and Shun（舜

Shùn）, the most ideal Confucian saints. This was because Washington gov-
erned for the people and did not cede the throne to his blood relatives after
he retired from the presidency. Washington, who ruled in conformity with
Confucian ideals, was acclaimed by Motoda as “Washington is the Sage
since Yao and Shun”.
However, Motoda did not evaluate only Washington. According to Mo-

toda, Washington-like politics has been practiced not only in the United
States but also in Japan. In other words, he emphasized that in Japan, too,
the emperor（天皇）has conducted government in accordance with Confu-
cian ideals. Shōnan had found Confucian ideals in American and other
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Western politics. In Motoda’s case, however, he argued that Confucian gov-
ernance had been consistently practiced not only in the West but also in Ja-
pan.
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